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は
じ
め
に

　

「
東
洋
の
ル
ソ
ー
」
と
称
さ
れ
る
人
物
が
い
る
。
中
江
篤
介
（
兆
民
）
で
あ
る
。

兆
民
は
、Jean=Jacques R

ousseau

（
ジ
ャ
ン
＝
ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ソ
ー
）
のD

u 
C

ontrat Social ou Principes du droit politique

（
以
下
、
引
用
の
場
合
を
除

き
『
民
約
論
』
と
称
す
が
、
叙
述
の
都
合
に
よ
り
原
題
の
ま
ま
用
い
る
こ
と
も

あ
る
）
を
、
自
身
が
主
宰
す
る
仏
学
塾
で
発
行
し
て
い
た
雑
誌
『
（
欧
米
）
政

理
叢
談
』
に
「
民
約
訳
解
」
と
題
し
て
第
二
編
第
六
章
ま
で
を
漢
訳
し
、
後
に

明
治
一
五
年
に
第
一
編
の
み
を
単
行
本
化
し
た
。
日
本
に
お
い
て
本
格
的
に
ル

ソ
ー
の
政
治
思
想
を
紹
介
し
た
こ
と
、
何
よ
り
漢
文
で
書
か
れ
て
い
た
た
め
に

清
末
中
国
や
朝
鮮
半
島
に
ま
で
『
民
約
訳
解
』
が
伝
播
し
た
こ
と
を
思
え
ば

（
１
）

、

兆
民
は
「
日
本
の
ル
ソ
ー
」
で
は
な
く
「
東
洋
の
ル
ソ
ー
」
な
の
か
も
し
れ
な

い
（
２
）

。

　

「
中
国
の
ル
ソ
ー
」
と
称
さ
れ
る
人
物
が
い
る
。
黄
宗
羲
（
梨
洲
）
で
あ
る
。

自
身
が
か
つ
て
仕
え
て
い
た
明
王
朝
の
復
興
の
た
め
に
積
極
的
に
奔
走
し
た
黄

宗
羲
（
一
六
一
〇
‐
一
六
九
五
）
が
生
き
た
の
は
明
末
清
初
の
中
国
で
あ
り
、

そ
れ
ゆ
え
ル
ソ
ー
（
一
七
一
二
‐
一
七
七
八
）
と
何
ら
か
の
思
想
的
交
流
や
接

点
は
、
無
論
な
い
。
明
王
朝
の
再
興
を
信
じ
て
や
ま
な
か
っ
た
忠
実
な
遺
臣
が

没
し
て
約
二
百
年
後
の
十
九
世
紀
末
、
今
度
は
清
王
朝
が
既
に
瓦
解
の
危
機
に

瀕
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
時
分
に
、
黄
宗
羲
を
「
中
国
の
ル
ソ
ー
」
と
評
し

讃
え
る
言
説
が
登
場
し
始
め
た
。
こ
の
名
辞
は
徐
々
に
中
国
社
会
に
浸
透
し
て

い
き
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
原
動
力
と
な
っ
た
思
想
を
提
供
し
た
ル
ソ
ー
に
黄
宗

羲
は
結
び
つ
け
ら
れ
、
改
革
派
や
革
命
派
の
志
士
た
ち
の
間
で
祭
り
上
げ
ら
れ

た
。
そ
の
際
に
注
目
さ
れ
た
の
が
『
明め

い
い
　
た
い
ほ
う
ろ
く

夷
待
訪
録
』（
一
六
六
三
年
）
、
就
中
「
原

君
」
「
原
臣
」
で
あ
っ
た

（
３
）

。
こ
れ
に
よ
っ
て
黄
宗
羲
は
、
清
末
の
知
識
人
た
ち

の
間
で
ル
ソ
ー
に
先
駆
け
て
「
民
約
」
を
説
き
、
「
君
主
専
制
批
判
」
を
展
開

し
た
人
物
と
し
て
「
中
国
革
命
の
象
徴
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
定
着
す
る
の
で

あ
っ
た

（
４
）

。

　

こ
の
こ
と
を
承
け
て
、
先
行
研
究
も
黄
宗
羲
の
政
治
思
想
は
民
主
思
想
の
濫

觴
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
儒
学
の
枠
内
か
ら
説
明
で
き
る
民
本
思
想
の
域

に
留
ま
る
の
か
に
つ
い
て
関
心
を
有
し
て
き
た
。
古
く
は
清
水
盛
光
が
「
或
は

孟
子
の
政
治
論
を
民
主
的
な
り
と
し
、
或
は
黄
宗
羲
の
政
治
思
想
を
民
本
的
な

り
と
称
す
る
も
、
両
者
が
王
権
是
認
の
前
提
下
に
人
民
本
位
の
政
治
を
説
く
か
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ぎ
り
わ
れ
わ
れ
は
む
し
ろ
、
全
人
民
に
よ
る
全
人
民
の
た
め
の
政
治
を
意
味
す

る
本
来
の
民
権
思
想
と
中
国
的
民
享
思
想
と
の
間
に
よ
こ
た
わ
る
本
質
的
相
違

を
強
調
す
べ
き
で
あ
る
」
と
述
べ
た
う
え
で
、
黄
宗
羲
の
政
治
思
想
は
「
専
制

一
般
の
批
判
で
あ
っ
て
、
そ
の
根
拠
は
王
道
国
家
の
重
民
思
想
に
求
め
ら
れ
て

お
り
、
従
っ
て
こ
れ
と
ル
ソ
ー
に
見
ら
れ
る
王
権
批
判
や
民
権
主
義
と
の
間
に

は
踰
越
す
る
こ
と
の
で
き
ぬ
大
き
な
距
離
」
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
た

（
５
）

。
小
島

祐
馬
は
、
「
原
君
」
と
「
原
臣
」
は
「
大
体
同
一
の
思
想
を
も
っ
て
書
か
れ
て
」

お
り
、
「
『
孟
子
』
か
ら
一
歩
も
出
た
も
の
で
は
な
く
、
従
っ
て
い
ず
れ
も
原
始

儒
教
の
精
神
を
継
承
す
る
」
た
め
、
民
本
思
想
の
域
に
留
ま
る
と
み
な
す

（
６
）

。
人

民
主
権
を
近
代
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
条
件
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
も
そ
も
黄
宗
羲
の

い
う
主
権
者
は
人
民
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
君
主
で
あ
る
か
ら
儒
学
の
統
治
論

の
枠
内
に
留
ま
っ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
黄
宗
羲
の
思
想
か
ら
近
代
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
汲
み
取
る
こ
と
は
難
し
い

（
７
）

。
要
す
る
に
、
こ
れ
ら
は
儒

学
、
特
に
孟
子
の
思
想
の
系
譜
に
黄
宗
羲
を
位
置
づ
け
て
評
価
す
る
見
解
で
あ

る
と
い
え
る

（
８
）

。

　

一
方
で
島
田
虔
次
の
場
合
、『
明
夷
待
訪
録
』
の
内
容
は
「
民
本
主
義
で
は
あ
っ

て
も
民
主
主
義
と
は
い
え
な
い
、
と
し
ば
し
ば
い
わ
れ
る
」
が
、
「
も
し
思
想

の
ベ
ク
ト
ル
と
い
う
も
の
を
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
明
ら
か
に
民
主
の
方
向

を
指
し
て
い
る
。
た
だ
そ
れ
は
歴
史
の
う
ち
に
実
例
を
持
た
な
か
っ
た
た
め
に
、

そ
の
指
向
を
完
結
す
る
た
め
の
有
効
な
バ
ネ
を
欠
い
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
」と
、

黄
宗
羲
の
思
想
か
ら
近
代
民
主
思
想
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う

（
９
）

。
そ
れ

ゆ
え
、
清
末
に
黄
宗
羲
が
「
民
主
主
義
の
主
唱
者
の
意
」
と
し
て
「
中
国
の
ル

ソ
ー
」
と
称
さ
れ
た
こ
と
は
妥
当
で
あ
っ
た
と
断
じ
る

（
（1
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
ル
ソ
ー
の
政
治
思
想
の
観
点
か
ら
評
価
さ
れ
る
黄
宗
羲
で
あ

る
が
、
し
か
し
な
が
ら
従
来
の
研
究
で
は
重
要
な
論
点
が
見
落
と
さ
れ
て
き
た
。

そ
れ
は
、
清
末
中
国
に
お
い
て
『
民
約
論
』
が
、
フ
ラ
ン
ス
語
原
典
か
ら
直
訳

さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
明
治
日
本
で
刊
行
さ
れ
た
訳
書
の
漢
訳
、
す
な
わ
ち
重

訳
と
し
て
読
ま
れ
て
い
た
点
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
際
に
漢
訳
の
対
象
と
さ

れ
た
の
が
、
原
田
潜
『
民
約
論
覆
義
』
（
一
八
八
三
年
）
で
あ
っ
た
こ
と
に
留

意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
原
田
訳
は
多
く
の
誤
訳
を
含

む
、
今
日
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
翻
訳
」
と
称
し
得
な
い
た
め
で
あ
る
。
当
時
の

中
国
で
流
布
し
た
漢
訳
、
具
体
的
に
は
『
訳
書
彙
編
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
民
約

論
」（
一
九
〇
〇
年
）
、
お
よ
び
楊
廷
棟
に
よ
る
漢
訳
『
路
索
民
約
論
』（
一
九
〇
二

年
）
は
、
ル
ソ
ー
の
『
民
約
論
』
の
翻
訳
書
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
き
ら
い
が
あ

る
け
れ
ど
も

（
（1
（

、
そ
の
底
本
と
さ
れ
て
い
た
の
は
固
よ
り
原
著
か
ら
乖
離
し
て
い

た
『
民
約
論
覆
義
』
で
あ
っ
た

（
（1
（

。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
原
田
訳
を
無
批
判
に
漢

訳
し
受
容
し
た
清
末
中
国
知
識
人
に
お
い
て
、
ル
ソ
ー
の
政
治
思
想
は
自
ず
と

誤
解
さ
れ
る
運
命
に
あ
っ
た
。
か
く
し
て
、
本
来
の
ル
ソ
ー
の
政
治
思
想
か
ら

知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
遠
い
位
置
に
追
い
や
ら
れ
た
清
朝
知
識
人
は
、
そ
の

帰
結
の
一
つ
と
し
て
黄
宗
羲
を
再
発
見
し
、
「
中
国
の
ル
ソ
ー
」
と
し
て
表
章

す
る
の
で
あ
っ
た
。

　

以
上
を
踏
ま
え
た
う
え
で
本
稿
は
、
清
末
中
国
に
お
け
る
明
治
日
本
に
由
来

す
る
『
民
約
論
』
、
す
な
わ
ち
原
田
潜
『
民
約
論
覆
義
』
の
受
容
の
事
情
に
留

意
す
る
こ
と
で
、
黄
宗
羲
が
「
中
国
の
ル
ソ
ー
」
と
み
な
さ
れ
る
に
至
っ
た
そ

の
思
想
的
背
景
を
明
ら
か
に
す
る
。

　
　
　
　

一
．
黄
宗
羲
『
明
夷
待
訪
録
』
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　

―
「
原
君
」
「
原
臣
」
を
中
心
に
―

　

二
〇
世
紀
の
清
朝
中
国
で
は
、
共
和
主
義
の
樹
立
を
目
指
す
に
あ
た
り
、
革
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義
」
は
天
地
に
お
い
て
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
、
桀
紂
の
よ
う

な
暴
君
に
対
し
て
も
湯
武
は
こ
れ
を
討
つ
べ
き
で
は
な
か
っ
た
と
断
罪
す

る
（
古
者
天
下
之
人
愛
戴
其
君
、
此
之
如
父
、
擬
之
如
天
、
誠
不
為
過
也
、

今
天
下
之
人
怨
悪
其
君
、
視
之
如
寇
讐
、
名
之
為
独
夫
、
固
其
所
也
。
而

小
儒
規
規
焉
以
君
臣
之
義
無
所
逃
於
天
地
之
間
、
至
桀
、
紂
之
暴
、
猶
謂

湯
、
武
不
当
誅
之

（
（1
（

）
。

　

黄
宗
羲
は
、
桀
紂
が
暴
君
で
あ
っ
た
た
め
放
伐
さ
れ
た
の
は
当
然
で
あ
っ
た

と
、
湯
武
放
伐
論
を
肯
定
的
に
捉
え
る
。
と
こ
ろ
で
、
儒
学
に
お
い
て
放
伐
の

正
当
性
は
、
『
孟
子
』
（
梁
恵
王
章
句
下
）
の
「
仁
を
賊

そ
こ
な

う
者
之
を
賊
と
謂
い
、

義
を
賊
う
者
之
を
残
と
謂
う
。
残
賊
の
人
、
之
を
一
夫
と
謂
う
。
一
夫
紂
を
誅

す
る
を
聞
く
、
未
だ
君
を
弑
す
る
を
聞
か
ざ
る
な
り

（
（2
（

」
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
る
。

『
孟
子
』
に
よ
る
と
、
仁
や
義
を
損
な
っ
た
者
は
「
残
賊
」
で
、
既
に
君
主
と

し
て
の
資
格
を
喪
失
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
武
王
の
振
る
舞
い
は
、
臣
下
が
君

主
を
弑
し
た
の
で
は
な
く
、
「
一
夫
」
を
殺
害
し
た
に
過
ぎ
な
い
と
み
な
さ
れ

る
。
な
お
「
一
夫
」
と
は
、
「
天
命
が
去
っ
て
し
ま
い
、
人
民
か
ら
も
見
放
さ

れ
た
」
者
を
意
味
す
る
よ
う
に

（
（2
（

、
仁
や
義
を
行
わ
ず
天
か
ら
見
放
さ
れ
た
者
を

謂
う
。
黄
宗
羲
は
易
姓
革
命
を
「
聖
人
の
言
」
で
あ
る
と
述
べ
た
う
え
で
、「
後

世
の
君
主
が
父
の
如
く
天
の
如
く
と
い
う
空
名
を
以
て
人
び
と
の
君
位
を
窺
伺

せ
ん
と
欲
す
る
こ
と
を
禁
じ
る
の
は
、
皆
な
そ
の
言
葉
を
不
都
合
に
思
う
か
ら

だ
」
（
後
世
之
君
、
欲
以
如
父
如
天
之
空
名
禁
人
之
窺
伺
者
、
皆
不
便
於
其
言
）

と
（
（2
（

、
『
孟
子
』
に
依
拠
し
て
肯
定
的
な
営
為
と
み
な
す
。

　

黄
宗
羲
は
君
主
の
み
な
ら
ず
、
臣
下
に
つ
い
て
も
議
論
を
展
開
す
る
。
次
に
、

「
原
臣
」
に
お
け
る
「
臣
」
の
あ
り
方
を
確
認
し
て
み
る
。
黄
宗
羲
は
「
臣
」
を
「
天

下
の
た
め
に
君
主
を
補
佐
す
る
」
者
と
定
義
し
た
う
え
で
、
次
の
よ
う
に
続
け

命
派
た
ち
は
『
明
夷
待
訪
録
』
に
注
目
し
、『
民
約
論
』
の
著
者
で
あ
る
ル
ソ
ー

が
フ
ラ
ン
ス
革
命
で
果
た
し
た
役
割
の
類
推
か
ら
、
黄
宗
羲
を
「
中
国
の
ル

ソ
ー
」
と
み
な
し
顕
彰
し
た

（
（1
（

。
そ
れ
で
は
、
こ
の
『
明
夷
待
訪
録
』
と
は
ど
の

よ
う
な
書
物
で
あ
っ
た
の
か
を
こ
こ
で
確
認
し
て
お
く

（
（1
（

。

　

書
題
の
「
明め

い
い夷

」
は
、
『
易
経
』
を
典
拠
と
し
「
明
る
さ
が
夷

そ
こ
な

わ
れ
る
」
を

意
味
す
る

（
（1
（

。
し
た
が
っ
て
「
明
夷
待
訪
録
」
に
は
、
「
い
ま
は
明
夷
の
世
で
あ

る
が
、
や
が
て
世
の
夜
明
け
が
お
と
ず
れ
、
明
君
が
あ
ら
わ
れ
、
明
君
か
ら
治

世
の
大
法
を
訪
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
待
つ
」
と
い
う
期
待
が
込
め
ら
れ
て

い
る

（
（1
（

。
こ
の
背
景
に
は
、
彼
が
仕
え
て
い
た
明
王
朝
に
と
っ
て
か
わ
っ
た
清
王

朝
に
対
す
る
怨
嗟
が
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
『
明
夷
待
訪
録
』
は
「
反
体
制
の
書
」

と
み
な
さ
れ
て
き
た

（
（1
（

。
と
り
わ
け
、
こ
の
点
が
顕
著
に
あ
ら
わ
れ
る
の
が
、
約

二
〇
〇
年
後
に
ル
ソ
ー
の
社
会
契
約
（
民
約
）
に
な
ぞ
ら
え
て
再
評
価
さ
れ
る

「
原
君
」
「
君
臣
」
で
あ
る
。

　

「
原
君
」
に
お
い
て
黄
宗
羲
は
、
君
主
は
「
お
の
れ
一
人
の
利
を
利
と
せ
ず
、

天
下
に
そ
の
利
を
受
け
さ
せ
、
お
の
れ
一
人
の
害
を
害
と
せ
ず
天
下
に
害
を
免

れ
さ
せ
」
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
（
有
人
者
出
、
不
以
一
己
之
利
為
利
、

而
使
天
下
受
其
利
、
不
以
一
己
之
害
為
害
、
而
使
天
下
釈
其
害
）
。
そ
の
う
え
で
、

か
つ
て
の
君
主
は
自
分
自
身
の
こ
と
を
後
回
し
に
し
、
「
天
下
の
た
め
に
一
生

か
か
っ
て
経
営
」
し
て
い
た
（
古
者
以
天
下
為
主
、
君
為
客
、
凡
君
之
所
畢
世

而
経
営
者
、
為
天
下
也

（
（1
（

）
。
し
か
し
、
現
状
は
こ
の
よ
う
な
理
想
的
な
君
主
像

か
ら
か
け
離
れ
て
い
る
と
し
て
以
下
の
よ
う
に
続
け
る
。

昔
の
天
下
の
人
々
は
、
君
主
を
尊
敬
し
て
い
た
が
、
今
で
は
君
主
を
憎
み

恨
み
敵
と
同
様
に
み
な
し
「
独
夫
」
と
名
付
け
て
い
る
が
固
よ
り
当
然
の

こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
つ
ま
ら
な
い
学
者
た
ち
は
頑
固
に
「
君
臣
の
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る
。

天
下
と
い
う
も
の
は
大
き
い
の
で
一
人
で
こ
れ
を
治
め
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
だ
か
ら
官
を
設
け
て
手
分
け
を
す
る
の
で
あ
る
。
自
分
が
出
仕
す
る

の
も
天
下
の
た
め
で
あ
り
、
君
主
の
た
め
で
は
な
い
。
万
民
の
た
め
で
あ

り
一
姓
の
た
め
で
は
な
い
。
私
（
た
ち
）
は
、
天
下
万
民
の
た
め
と
い
う

観
点
に
立
っ
て
い
る
た
め
、
そ
の
道
か
ら
逸
脱
し
た
場
合
、
君
主
が
態
度

や
言
葉
で
強
い
て
き
て
も
決
し
て
従
わ
な
い
。
ま
し
て
や
態
度
や
言
葉
が

な
い
場
合
は
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
そ
の
道
か
ら
逸
脱
し
た
場
合
、
朝
廷
に

仕
え
て
い
て
も
決
し
て
承
諾
は
し
な
い
の
で
あ
る
。
ま
し
て
や
我
が
身
を

殺
す
こ
と
な
ど
到
底
で
き
る
は
ず
も
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
君
主
の
一

身
一
姓
の
た
め
と
い
う
観
点
に
立
ち
、
君
主
の
態
度
も
言
葉
も
な
い
私
欲

を
視
、
聴
こ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
宦
官
や
妾
の
心
で
し
か
な
い
の

で
あ
る
。
君
主
が
自
分
の
た
め
に
死
に
、
自
分
の
た
め
に
亡
命
す
る
の
に
、

自
分
も
ま
た
君
主
の
た
め
に
殉
じ
、
と
も
に
亡
命
す
る
と
い
う
の
は
、
昵

懇
の
関
係
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
臣
か
そ
う
で
な
い
か
の

区
別
で
あ
る
（
臣
道
如
何
而
後
可
。
曰
、
縁
夫
天
下
之
大
、
非
一
人
之
所

能
治
、
而
分
治
之
以
群
工
。
故
我
之
出
而
仕
也
、
為
天
下
、
非
為
君
也
、

為
万
民
、
非
為
一
姓
也
。
吾
以
天
下
万
民
起
見
、
非
其
道
、
即
君
以
形
声

強
我
、
未
之
敢
従
也
、
況
於
無
形
無
声
乎
。
非
其
道
、
即
立
身
於
其
朝
、

未
之
敢
許
也
、
況
於
殺
其
身
乎
。
不
然
、
而
以
君
之
一
身
一
姓
起
見
、
君

有
無
形
無
声
之
嗜
慾
、
吾
従
而
視
之
聴
之
、
此
宦
官
宮
妾
之
心
也
。
君
為

己
死
而
為
己
亡
、
吾
従
而
死
之
亡
之
、
此
其
私
暱
者
之
事
也
。
是
乃
臣
不

臣
之
弁
也

（
（2
（

）
。

　

「
臣
」
の
存
在
意
義
は
、
君
主
の
た
め
で
は
な
く
万
民
の
た
め
に
奉
仕
す
る

と
こ
ろ
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
君
主
が
強
い
態
度
や
言
葉
で
迫
っ
て
き
た
と

し
て
も
従
う
必
要
は
な
い
。
君
主
に
無
批
判
に
従
う
こ
と
は
宦
官
や
妾
の
振
る

舞
い
で
あ
る
と
い
う
黄
宗
羲
は
、
こ
の
点
を
以
て
「
臣
」
か
否
か
を
分
け
る
基

準
と
す
る
。
し
か
し
、
「
臣
」
と
し
て
よ
く
君
主
を
補
佐
し
支
え
て
い
た
と
し

て
も
、
「
民
」
の
苦
し
み
を
軽
視
す
る
な
ら
ば
固
よ
り
臣
道
に
背
く
事
態
に
陥

る
（
為
臣
者
軽
視
斯
民
之
水
火
、
即
能
輔
君
而
興
、
従
君
而
亡
、
其
於
臣
道
固

未
嘗
不
背
也

（
（2
（

）
。
ま
た
、
「
君
」
と
「
臣
」
は
と
も
に
木
を
曳
く
よ
う
な
関
係
に

あ
る
た
め
、も
し
木
を
曳
く
一
方
が
手
綱
を
握
ら
ず
に
、
他
方
の
前
で
た
だ
嬉
々

と
し
て
笑
い
、
か
つ
そ
れ
で
よ
ろ
し
い
と
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
も
そ
も
木
を
曳

く
と
い
う
事
業
（
治
天
下
）
は
成
立
し
な
い
（
夫
治
天
下
猶
曳
大
木
然
、
前
者

唱
邪
、
後
者
唱
許
。
君
與
臣
、
共
曳
木
之
人
也
、
若
手
不
執
紼
、
足
不
履
地
、

曳
木
者
唯
娯
笑
於
曳
木
者
之
前
、
従
曳
木
者
以
為
良
、
而
曳
木
之
職
荒
矣

（
（2
（

）
。

　

こ
の
よ
う
に
、
「
天
下
」
の
た
め
に
「
君
」
と
「
臣
」
が
協
力
し
治
め
る
と

い
う
発
想
は
、
明
ら
か
に
民
本
思
想
に
基
づ
い
て
い
る
。
儒
学
で
は
、
『
孟
子
』

の
「
民
を
貴
し
と
為
し
、
社
稷
之
に
次
ぎ
、
君
を
軽
し
と
為
す
。
是
の
故
に
丘

民
に
得
ら
れ
て
天
子
と
為
り
、
天
子
に
得
ら
れ
て
諸
侯
と
為
り
、
諸
侯
に
得
ら

れ
て
大
夫
と
為
る
。
諸
侯
社
稷
危
う
く
す
れ
ば
、
則
ち
変
置
す
」
が

（
（2
（

、
民
本
思

想
を
反
映
し
た
一
節
と
し
て
し
ば
し
ば
持
ち
出
さ
れ
る
。
『
孟
子
』
に
よ
る
と
、

国
家
に
と
っ
て
最
も
大
事
と
さ
れ
る
の
は
民
で
あ
り
、
彼
ら
に
歓
迎
さ
れ
る
こ

と
で
は
じ
め
て
天
子
と
し
て
の
正
当
性
が
担
保
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
民
意

を
汲
み
取
ら
ず
、
国
を
危
く
す
る
よ
う
な
為
政
者
は
、
当
然
入
れ
替
え
る
べ
き

で
あ
る

（
（2
（

」
と
い
う
「
革
命
」
の
契
機
が
是
認
さ
れ
る
。
要
す
る
に
、
『
孟
子
』

に
お
け
る
民
本
思
想
の
根
本
に
あ
る
「
民
を
貴
し
と
な
す
」
の
背
後
に
は
、
理

論
的
装
置
と
し
て
「
天
」
や
「
革
命
」
が
控
え
て
お
り
、
「
民
意
」
と
い
う
名
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思
想
を
中
国
に
紹
介
す
る
こ
と
に
寄
与
し
た
雑
誌
『
訳
書
彙
編
』
に
一
九
〇
〇

年
に
掲
載
さ
れ
た
。
こ
こ
に
載
っ
た
「
民
約
論
」
も
ま
た
部
分
訳
で
あ
っ
た
と

は
い
え
、
『
民
約
通
義
』
よ
り
さ
ら
に
進
ん
だ
第
二
編
第
一
二
章
（
「
法
律
之
区

別
」D

ivision des Lois

）
ま
で
を
紹
介
し
た
。
そ
し
て
、
楊
廷
棟
の
翻
訳
『
路

索
民
約
論
』
が
全
文
を
訳
出
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
こ
に
お
い
て
中
国
に
初

め
て
『
民
約
論
』
の
全
訳
が
も
た
ら
さ
れ
た
。
同
書
の
序
文
「
初
刻
民
約
論
記
」

で
、
楊
は
次
の
よ
う
に
そ
の
意
義
を
強
調
し
て
い
た
。

民
約
の
説
、
泰
西
の
児
童
走
卒
も
、
其
の
庥
を
蒙
り
、
其
の
徳
を
嘔
わ
ざ

る
な
し
。
亜
東
の
国
は
、
則
ち
倏
乎
と
し
て
未
だ
之
を
聞
か
ざ
る
な
り
。

日
本
明
治
初
年
、
亦
た
嘗
て
訳
の
公
世
に
行
う
、
第た

だ
之
を
行
う
も
広
が

ら
ず
、
今
ま
其
の
古
本
を
索
む
る
に
迄お

よ

ぶ
も
亦
た
、
僅
か
の
み
。
若
し
夫
れ

漢
土
の
人
士
、
則
ち
尤
も
瞠
乎
と
し
て
之
を
解
す
る
こ
と
な
き
は
、
良

ま
こ
と

に

悲
し
む
べ
き
か
な
。
歳
庚
子
、
嘗
て
稍
稍
、
訳
書
彙
編
の
中
に
見
る
。
既

に
改
良
の
議
あ
り
て
、
且
つ
謂
う
に
民
智
を
疏
浚
す
る
に
、
寧
ろ
之
を
卑

く
す
る
も
甚
だ
高
き
の
論
な
か
ら
ん
、
と
。
遂
に
此
の
書
を
輟や

め
、
復
た

続
け
て
刻
さ
ず
。
嗚
呼
、
天
の
民
約
論
を
吾
が
中
国
に
お
い
て
靳お

し
む
こ

と
、
何
ぞ
其
の
酷
な
る
こ
と
や
。
訳
者
又
た
卒
卒
と
し
て
暇
鮮
く
、
其
の

業
を
終
え
る
こ
と
能
わ
ず
、
海
内
の
望
に
負そ

む

く
者
も
亦
た
甚
だ
久
し
か
ら

ん
。
今
ま
力
を
併
せ
て
之
を
営
み
、
書
始
め
て
成
る
、
従
っ
て
此
の
茫
茫

た
る
大
陸
に
、
民
約
東
来
す

（
（3
（

。

　

「
民
約
の
説
」
は
、
西
洋
で
は
「
児
童
走
卒
」
に
お
い
て
も
認
識
さ
れ
て
い

る
が
、
東
ア
ジ
ア
で
は
十
分
に
理
解
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
な
ぜ
な
ら
、

明
治
日
本
に
お
い
て
は
『
民
約
論
』
の
翻
訳
が
刊
行
さ
れ
た
が
広
が
ら
ず
、
ま

の
「
天
意
」
に
配
慮
せ
ず
、
民
を
蔑
ろ
に
す
る
天
子
は
天
か
ら
見
放
さ
れ
、
結

果
的
に
命
が
革
め
ら
れ
た
と
み
な
さ
れ
る
。

　

黄
宗
羲
が
『
明
夷
待
訪
録
』
の
「
原
君
」
「
原
臣
」
の
両
篇
に
お
い
て
「
天

下
が
主
で
あ
り
、
君
主
は
客
」
で
あ
る
こ
と
を
徹
底
的
に
強
調
し
て
い
た
の

も
（
（2
（

、
彼
が
『
孟
子
』
に
強
く
依
拠
し
て
い
た
こ
と
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
っ
た
。
『
孟

子
』
の
思
想
を
下
敷
き
に
し
た
う
え
で
執
筆
さ
れ
た
『
明
夷
待
訪
録
』
は
そ
の

後
、
ル
ソ
ー
の
「
民
約
」
と
意
図
せ
ざ
る
結
合
を
果
た
し
、
清
朝
知
識
人
か
ら

熱
烈
な
歓
迎
を
受
け
る
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　

二
．
清
末
中
国
に
お
け
る
『
民
約
論
』
受
容
の
諸
相

　

中
国
に
お
い
てD

u C
ontrat Social

は
、
一
八
九
八
年
に
上
海
大
同
訳
書
局

か
ら
出
版
さ
れ
た
『
民
約
通
義
』
と
題
さ
れ
た
書
物
に
よ
っ
て
史
上
初
め
て
紹

介
さ
れ
た
。
た
だ
し
同
書
は
、
中
江
兆
民
に
よ
る
翻
訳
な
ら
び
に
解
説
で
あ
る

旨
が
明
記
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
漢
文
で
書
か
れ
て
い
た
『
民
約
訳
解
』
の

転
載
で
あ
っ
た

（
（2
（

。
な
お
『
民
約
通
義
』
に
は
、
新
た
に
「
咽
血
嚨
㗅
子
」( yàn 

xuè lóng hú zi)

な
る
匿
名
の
人
物
に
よ
る
序
文
が
付
さ
れ
た
。
こ
こ
で
は
、「
孔

聖
の
因
民
の
義
、
子
輿
の
民
貴
の
説
」
が
中
国
に
お
い
て
は
十
分
に
反
映
さ
れ

て
こ
な
か
っ
た
が
、
「
『
民
約
』
の
一
書
」
の
み
が
孔
孟
の
思
想
的
系
譜
に
連
な

る
と
強
調
さ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
中
国
に
お
け
る
『
民
約
論
』
は
、
そ
の
受
容

の
最
初
期
か
ら
儒
学
の
民
本
思
想
と
結
び
付
け
ら
れ
た
う
え
で
理
解
さ
れ
て
い

た
（
（3
（

。
な
お
、
『
民
約
訳
解
』
（
単
行
本
）
が
原
著
の
第
一
編
の
み
の
訳
出
で
あ
っ

た
こ
と
に
応
じ
る
よ
う
に
、
『
民
約
通
義
』
も
そ
こ
ま
で
を
訳
し
た
部
分
訳
で

あ
っ
た
。

　

そ
の
後
『
民
約
論
』
は
、
西
洋
学
術
に
関
す
る
日
本
語
文
献
を
漢
訳
し
西
洋

清末中国におけるルソーの受容と黄宗羲―「中国のルソー」再考―
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た
『
訳
書
彙
編
』
で
も
訳
出
さ
れ
た
け
れ
ど
も
満
足
な
水
準
に
達
す
る
内
容
で

は
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。
そ
し
て
「
嗚
呼
、
天
の
民
約
論
を
吾
が
中
国
に
お

い
て
靳お

し
む
こ
と
、
何
ぞ
其
の
酷
な
る
こ
と
や
」
と
嘆
息
し
つ
つ
も
、
こ
の
度

の
訳
業
に
よ
っ
て
待
望
の
全
訳
が
中
国
大
陸
に
も
た
ら
さ
れ
た
と
、
自
身
の
偉

業
を
誇
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
自
賛
の
背
後
に
は
い
く
つ
か
の
問
題
が
潜

ん
で
い
た
。
第
一
に
、
克
服
す
べ
き
訳
書
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
た
『
訳
書
彙

編
』
掲
載
の
「
民
約
論
」
の
訳
業
を
、
あ
た
か
も
他
人
事
の
よ
う
に
述
べ
て
い

た
が
、
実
は
『
路
索
民
約
論
』
と
ほ
ぼ
同
一
の
内
容
で
あ
る

（
（3
（

。
つ
ま
り
、
翻
訳

者
の
名
義
が
明
記
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
当
該
「
民
約
論
」
は
楊
の

手
に
な
る
可
能
性
が
あ
る

（
（3
（

。
何
よ
り
、
『
訳
書
彙
編
』
の
編
纂
に
楊
が
携
わ
っ

て
い
た
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
多
か
れ
少
な
か
れ
彼
が
こ
の
「
民
約
論
」
翻
訳
の

事
業
に
関
与
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　

第
二
に
、
よ
り
一
層
深
刻
な
問
題
と
し
て
、
『
路
索
民
約
論
』
は
フ
ラ
ン
ス

語
原
典
か
ら
の
訳
出
で
は
な
く
、
明
治
日
本
で
刊
行
さ
れ
た
原
田
潜
に
よ
る
全

訳
『
民
約
論
覆
義
』を
底
本
と
し
た
重
訳
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
初

刻
民
約
論
記
」
で
は
一
切
言
及
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
『
路
索
民
約
論
』
は

原
田
訳
の
漢
訳
に
過
ぎ
な
か
っ
た
（
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、『
訳
書
彙
編
』
の
「
民

約
論
」
も
同
様
に
原
田
訳
を
底
本
と
す
る
翻
訳
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
）
。

し
か
も
、
そ
も
そ
も
原
田
訳
が
原
著
の
主
旨
を
正
確
に
反
映
す
る
こ
と
が
で
き

て
い
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
民
約
論
」
（
『
訳
書
彙
編
』
）
や
『
路
索
民

約
論
』
は
こ
れ
を
無
批
判
に
漢
訳
し
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
よ
う
や
く
中
国
に

お
い
て
正
真
正
銘
の
『
民
約
論
』
が
も
た
ら
さ
れ
た
と
述
べ
て
い
た
『
路
索
民

約
論
』
は
、
結
果
的
に
原
著
か
ら
著
し
く
乖
離
し
た
内
容
と
な
っ
た
。
た
と
え

ば
、
『
路
索
民
約
論
』
（
第
一
編
第
六
章
「
民
約
」
）
に
は
次
の
よ
う
な
訳
文
が

み
ら
れ
る
（
『
訳
書
彙
編
』
に
も
同
じ
訳
文
が
あ
る
）
。

且
つ
夫
れ
一
国
は
、
猶
お
会
社
の
ご
と
き
な
り
、
〔
資
を
集
め
設
立
す
る

も
の
な
り
、
義
は
公
司
に
同
じ
〕
。
一
国
の
人
、
〔
猶
お
社
員
の
ご
と
き
な

り
〕
。
猶
お
股
東
を
云
う
ご
と
き
な
り
〔
原
注
〕
。
社
に
在
る
の
員
は
、
各

お
の
財
産
を
斂
め
て
、
諸
れ
を
会
社
に
納
め
、
而
る
後
に
以
て
孑け

つ
ぜ
ん然

と
し

て
独
立
し
、
匱き

　
ぼ
う乏

の
虞
無
か
る
べ
し
。
【
中
略
】
然
れ
ど
も
既
に
衆
を
集

め
て
為
り
、
忽
ち
一
人
有
る
や
、
衆
人
の
権
利
を
以
て
、
攘ぬ

す

み
て
之
を
私

篋
の
中
に
納
れ
ん
と
欲
せ
ば
、
則
ち
同
社
の
人
、
群
し
て
将
に
起
ち
て
為

に
難
を
為
さ
ん
と
す
、
此
の
時
に
お
い
て
や
、
必
ず
一
人
を
公
選
し
、
社

事
に
長
た
ら
し
む
。
凡
そ
社
中
の
是
非
は
、
悉
く
決
を
社
長
に
取
る
、
而

る
後
に
是
な
る
者
は
之
を
直
と
し
、
非
な
る
者
は
之
を
曲
と
す
、
一
人
の

私
見
も
逞
す
る
こ
と
を
得
ざ
れ
ば
、
即
ち
衆
人
の
利
益
は
以
て
全
う
す
べ

し
。
否
ら
ざ
れ
ば
則
ち
各
お
の
己
謀
を
為
し
、
公
理
を
棄
蔑
す
、
【
中
略
】

是
れ
会
社
の
名
存
す
と
雖
も
、
而
れ
ど
も
会
社
の
実
よ
り
、
已
に
大
い
に

相
い
径
庭
す
る
も
の
な
り

（
（3
（

。

　

「
社
員
」
の
財
産
の
一
切
を
納
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
社
会
」
（
会
社
）
が
出

来
上
が
る
の
と
同
様
に
、
「
民
約
」
に
よ
っ
て
「
一
国
」
も
ま
た
成
立
す
る
。

全
員
が
自
身
の
財
産
を
納
め
て
い
る
ゆ
え
、
一
人
が
こ
れ
ら
を
任
意
に
利
用
す

る
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
「
公
選
」
と
い
う
手
続
き
に
基
づ
い
て
選

出
さ
れ
た
「
一
人
」
、
す
な
わ
ち
「
社
長
」
で
あ
れ
ば
、
「
社
中
の
是
非
」
を
悉

く
決
定
す
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
要
は
「
民
約
」
と
は
、
「
会
社
」

に
お
け
る
「
社
長
」
の
よ
う
な
「
一
人
」
の
存
在
を
正
当
化
し
、
彼
が
「
私
」

に
趨は

し

る
こ
と
な
く
「
衆
人
の
利
益
」を
保
障
す
る
。
「
公
選
」と
い
う
方
法
に
よ
っ

て
選
出
さ
れ
た
人
物
な
ら
ば
、
「
社
中
」
を
統
制
し
、
さ
ら
に
は
事
の
是
非
を

日本儒教学会報 九
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社
会
契
約
の
趣
旨
に
対
し
て
『
民
約
論
覆
義
』
は
、
「
君
主
」
に
「
社
長
」
と

い
う
概
念
を
結
び
つ
け
、
「
社
長
」
が
「
社
員
」
を
統
率
す
る
こ
と
が
で
き
る

と
い
う
。
つ
ま
り
、
本
来
の
主
張
と
異
な
り
、
「
民
約
」
に
よ
っ
て
「
君
主
」

の
支
配
の
正
当
性
は
担
保
さ
れ
る
と
『
民
約
論
覆
義
』
は
述
べ
る
。
し
か
も
こ

の
一
節
に
対
し
て
原
田
は
、
「
一
国
ノ
結
成
ハ
会
社
ノ
契
約
ニ
異
ナ
ラ
ス
、
臣

民
ハ
社
員
ナ
リ
、
君
主
ハ
社
長
ナ
リ
」
と
の
「
覆
義
」
を
付
す
こ
と
で
、「
社
員
」

た
る
「
臣
民
」
は
「
社
長
」
た
る
「
君
主
」
に
服
従
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

解
説
す
る
。
要
す
る
に
、
原
田
は
「
民
約
」
に
よ
っ
て
一
人
の
「
君
主
」
に
「
臣

民
」
が
服
従
す
る
と
い
う
、
「
君
主
」
と
「
臣
民
」
の
支
配-

服
従
関
係
が
形

成
さ
れ
る
と
誤
解
し
て
い
た
。

　

た
し
か
に
、
「
一
国
」
の
設
立
が
自
発
的
結
社
と
し
て
の
「
会
社
」
の
そ
れ

と
同
様
で
あ
る
と
の
認
識
は
、
た
と
え
ば
早
く
も
福
沢
諭
吉
『
学
問
の
す
ゝ

め
』
に
お
い
て
確
認
さ
れ
る
。
福
沢
は
Ｆ
．
ウ
ェ
ー
ラ
ン
ド
のThe Elem

ents 
of M

oral Science

を
手
掛
か
り
に
、
同
書
の
第
七
編
に
お
い
て
次
の
よ
う
に

叙
述
し
て
い
た

（
（3
（

。

凡
そ
国
民
た
る
者
は
一
人
の
身
に
し
て
二
箇
条
の
勤
あ
り
。
其
一
の
勤
は

政
府
の
下
に
立
つ
一
人
の
民
た
る
と
こ
ろ
に
て
こ
れ
を
論
ず
、
即
ち
客
の

積
り
な
り
。
其
二
の
勤
は
国
中
の
人
民
申
合
せ
て
一
国
と
名
づ
く
る
会
社

を
結
び
社
の
法
を
立
て
ゝ
こ
れ
を
施
し
行
ふ
こ
と
な
り
、
即
ち
主
人
の
積

り
な
り
。
譬
へ
ば
こ
ゝ
に
百
人
の
町
人
あ
り
て
何
と
か
云
ふ
商
社
を
結
び
、

社
中
相
談
の
上
に
て
社
の
法
を
立
て
こ
れ
を
施
し
行
ふ
所
を
見
れ
ば
、
百

人
の
人
は
其
商
社
の
主
人
な
り
。
既
に
こ
の
法
を
定
め
て
、
社
中
の
人
何

れ
も
こ
れ
に
従
ひ
違
背
せ
ざ
る
所
を
見
れ
ば
、
百
人
の
人
は
商
社
の
客
な

り
。
故
に
一
国
は
猶
商
社
の
如
く
、
人
民
は
猶
社
中
の
人
の
如
く
、
一
人

決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
右
の
文
章
は
、
し
か
し
な
が
らD

u C
ontrat 

Social
原
典
に
は
存
在
し
な
い
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
楊
の
工
夫
で
は
な
く
、
そ

の
底
本
と
さ
れ
て
い
た
原
田
訳
を
、
あ
る
意
味
で
真
面
目
に
漢
訳
し
た
帰
結
に

他
な
ら
な
か
っ
た
。
事
実
、
『
民
約
論
覆
義
』
に
は
原
典
に
は
存
在
し
な
い
次

の
よ
う
な
一
節
が
み
ら
れ
た
。

且
一
国
ハ
即
チ
会
社
ナ
リ
、
国
人
ハ
悉
ク
社
員
ナ
リ
、
社
員
ハ
自
己
ノ
財

産
ヲ
挙
ケ
テ
会
社
ニ
投
與
ス
ル
ト
キ
ハ
会
社
ハ
其
資
力
ニ
乏
シ
キ
コ
ト
ナ

ク
、
之
カ
為
メ
社
員
中
亦
敢
テ
会
社
ノ
貧
窮
ヲ
怒
ル
モ
ノ
ナ
カ
ル
可
シ
、

之
ニ
反
シ
テ
自
己
ノ
一
二
ノ
権
利
ヲ
自
己
ニ
私
有
ス
ル
ト
キ
ハ
資
力
甚
タ

乏
シ
ク
シ
テ
諸
多
ノ
事
業
ヲ
為
ス
ニ
堪
ヘ
サ
ル
ニ
至
ル
ヘ
シ
、
又
会
社
ニ

入
リ
テ
其
結
合
セ
ル
権
利
ヲ
一
己
人
ノ
私
有
ニ
属
セ
ン
ト
欲
ス
ル
時
ハ
、

社
中
紛
紜
ヲ
生
シ
争
端
ヲ
開
ク
ニ
至
ル
ヘ
シ
、
此
場
合
ニ
於
テ
ハ
豫
シ
メ

約
シ
テ
長
ナ
ル
モ
ノ
ヲ
置
キ
、
理
非
曲
直
ヲ
審
理
シ
、
非
ト
曲
ト
ハ
之
ヲ

遠
サ
ケ
、
理
ト
直
ト
ハ
之
ヲ
賞
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
、
然
ラ
サ
レ
ハ
理
非
ヲ

自
カ
ラ
審
理
シ
テ
、
各
々
自
カ
ラ
他
人
ノ
事
ヲ
合
セ
テ
判
定
セ
ン
ト
ス
ル

ニ
至
ル
ヘ
シ
、
是
レ
朦
昧
無
智
ノ
世
、
強
力
者
弱
脆
者
ヲ
無
道
ニ
使
役
ス

ル
ノ
流
ニ
陥
ヰ
リ
、
会
社
ノ
名
ア
リ
テ
会
社
ノ
実
ナ
キ
ニ
至
ル
ヘ
シ

（
（3
（

　

そ
も
そ
も
ル
ソ
ー
は
、
各
構
成
員
の
全
て
の
権
利
を
、
共
同
体
の
全
体
に
対

し
て
全
面
譲
渡
す
る
よ
う
に
求
め
て
い
た
。
か
く
す
れ
ば
、
各
人
は
自
己
を
全

て
の
人
に
与
え
、
し
か
も
誰
も
自
己
を
与
え
な
い
わ
け
で
あ
る
か
ら
「
共
通
の

上
位
者
」( supérieur com

m
un
)

が
登
場
す
る
事
態
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
「
自
然
状
態
」( lʼétat de nature)

は
存
続
し
、
社
会

契
約
は
必
然
的
に
空
虚
で
専
制
的
な
も
の
に
堕
す
る
で
あ
ろ
う

（
（3
（

。
こ
の
よ
う
な

清末中国におけるルソーの受容と黄宗羲―「中国のルソー」再考―
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に
て
主
客
二
様
の
職
を
勤
む
べ
き
者
な
り

（
（3
（

。

　

こ
れ
に
鑑
み
る
と
、
自
発
的
結
社
と
し
て
の
「
会
社
」
の
よ
う
に
「
一
国
」

の
設
立
を
捉
え
る
ア
ナ
ロ
ジ
ー
は
、
『
民
約
論
覆
義
』
の
独
創
で
あ
る
と
は
い

え
ず
、
原
田
は
『
学
問
の
す
ゝ
め
』
を
参
照
に
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う

し
た
福
沢
の
議
論
に
対
し
て
、
松
沢
弘
陽
は
ル
ソ
ー
流
の
『
社
会
契
約
論
』
の

エ
ッ
セ
ン
ス
を
認
め

（
（3
（

、
大
久
保
健
晴
は
近
代
日
本
に
お
け
る
「
社
会
契
約
的
な

言
説
の
端
緒
」
で
あ
る
と
評
す
る

（
（4
（

。
そ
の
一
方
で
、
社
会
契
約
論
に
特
有
の
「
自

然
状
態
」
と
権
力
の
問
題
に
つ
い
て
福
沢
が
言
及
し
て
い
な
い
た
め
、
右
の
『
学

問
の
す
ゝ
め
』
で
の
議
論
を
「
社
会
契
約
」
と
た
だ
ち
に
結
び
付
け
る
こ
と
は

留
保
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
警
鐘
を
な
ら
す
研
究
も
存
す
る

（
（4
（

。

　

も
っ
と
も
『
民
約
論
覆
義
』
の
誤
訳
の
所
以
は
、
単
に
原
田
に
よ
る
他
文
献

か
ら
の
援
用
の
み
に
由
来
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
根
本
的
な
原
因
は
、
ル

ソ
ー
の
い
うSouverain

（
現
在
は
主
権
者
と
訳
さ
れ
る
）
を
原
田
が
正
確
に

理
解
で
き
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
た
と
え
ば
兆
民
の
場
合
、
こ
の
点
に

関
し
て
と
り
わ
け
強
い
注
意
を
払
っ
て
お
り
、
『
民
約
訳
解
』
で
は
「
君
」
と

い
う
訳
語
を
あ
て
て
い
た
も
の
の
、
「
衆
人
相
い
倚
り
て
一
体
を
為
す
」
も
の

と
し
てSouverain

を
説
明
し
て
い
た
。
そ
し
て
「
将
に
議
し
て
令
を
発
せ
ん

と
す
れ
ば
、
即
ち
君
な
り
。
別
に
尊
を
置
き
之
を
奉
ず
る
に
非
ず

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
而
し
て
凡

そ
此
の
約
に
与
る
者
は
、
皆
な
君
た
る
に
与
る
こ
と
有
る
な
り
」
と
、
そ
の
意

味
内
容
を
正
確
に
理
解
し
て
い
た
が
ゆ
え
に
、
慎
重
に
こ
の
概
念
を
解
説
し
て

い
た

（
（4
（

。
一
方
で
原
田
の
場
合
、「
一
人
」
の
「
君
主
」（
「
社
長
」
）
と
そ
の
他
の
「
臣

民
」
（
「
社
員
」
）
と
の
関
係
を
規
定
し
、
前
者
の
権
限
を
制
約
す
る
契
機
と
し

て
「
民
約
」
概
念
を
把
握
し
て
い
た

（
（4
（

。
か
く
し
て
、
ル
ソ
ー
の
人
民
主
権
論
は

『
民
約
論
覆
義
』
で
は
、
「
君
主
主
権
論
」
に
描
き
直
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た

（
（4
（

。
こ

の
よ
う
に
、
原
田
は
原
著
の
主
旨
を
は
じ
め
か
ら
全
く
理
解
で
き
て
い
な
か
っ

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
先
行
す
る
文
献
の
叙
述
を
深
い
検
討
や
吟
味
を
経
る
こ

と
な
く
議
論
の
補
強
材
料
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
で
、
か
え
っ
て
自
ら
が
「
迷

津
望
洋
」
（
『
民
約
論
覆
義
』
例
言
六
則
）
の
状
態
に
陥
る
の
で
あ
っ
た

（
（4
（

。

　

原
著
の
主
旨
か
ら
全
く
乖
離
し
た
『
民
約
論
覆
義
』
は
約
二
〇
年
の
時
を
経

て
、
期
せ
ず
し
て
中
国
に
お
い
て
受
容
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
こ
の
書
物
が
孕
む

諸
問
題
は
何
ら
疑
念
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
の
ま
ま
漢
訳
さ
れ
た
こ
と

に
よ
っ
て
、
時
の
中
国
知
識
人
は
本
来
の
主
旨
と
は
異
な
る
『
民
約
論
』
に
魅

了
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
展
開
さ
れ
た
「
民
約
」
は
、
現
状
の
中
国
が

抱
え
る
問
題
を
克
服
す
る
可
能
性
で
あ
っ
た
の
と
同
時
に
、
決
し
て
西
洋
の
専

有
物
で
は
な
い
、
否
、
む
し
ろ
ル
ソ
ー
が
生
き
た
時
代
よ
り
も
遥
か
昔
の
古
代

中
国
か
ら
既
に
存
在
す
る
観
念
と
し
て
認
識
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　

三
．
「
中
国
の
ル
ソ
ー
」
の
発
見

　

清
末
中
国
に
お
い
て
「
民
約
」
が
「
会
社
」
に
お
け
る
「
社
長
」
の
如
く
、「
君
主
」

に
よ
る
「
国
家
」
の
支
配
を
正
当
化
す
る
と
同
時
に
、
そ
の
権
限
を
制
約
す
る

契
機
と
し
て
誤
解
さ
れ
た
背
景
に
は
、
楊
廷
棟
が
関
与
し
て
い
た
二
つ
の
翻
訳

書
の
存
在
が
あ
っ
た
。
加
え
て
、
そ
の
原
因
を
さ
ら
に
求
め
る
な
ら
ば
、
原
田

潜
の
『
民
約
論
覆
義
』
に
辿
り
着
く
。
つ
ま
り
、
ル
ソ
ー
本
来
の
主
張
を
描
く

こ
と
に
は
じ
め
か
ら
失
敗
し
て
い
た
原
田
の
訳
書
に
楊
が
無
批
判
に
依
拠
し
た

こ
と
に
よ
っ
て
、
中
国
で
は
間
違
っ
た
「
民
約
」
観
念
が
流
布
す
る
の
で
あ
っ

た
。
そ
の
波
及
効
果
の
一
つ
と
し
て
、
黄
宗
羲
を
ル
ソ
ー
に
な
ぞ
ら
え
て
称
え

る
顕
彰
運
動
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

た
と
え
ば
、
陳
天
華
は
『
獅
子
吼
』
（
一
九
〇
四
‐
一
九
〇
五
年
）
に
お
い
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約
論
覆
義
』
に
依
拠
し
て
い
た
こ
と
を
劉
師
培
は
自
覚
し
て
い
た

（
（5
（

。
こ
の
よ
う

に
意
識
し
て
い
た
劉
師
培
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
原
田
訳
の
瑕
疵
に
気
づ
く
こ

と
は
で
き
ず
、
や
は
り
『
路
索
民
約
論
』
を
原
典
の
翻
訳
書
と
し
て
扱
っ
て
い

た
。
た
と
え
ば
、
『
中
国
民
約
精
義
』
の
「
礼
記
」
の
項
で
は
劉
師
培
の
見
解

と
し
て
次
の
よ
う
な
「
案
」
が
付
さ
れ
て
い
る
。

『
民
約
論
』
は
云
わ
ず
や
、
「
国
家
創
立
の
時
に
当
た
り
、
一
国
人
民
は
各

お
の
其
の
権
利
財
産
を
罄つ

く
し
て
、
一
に
諸
れ
を
国
家
に
納
め
て
靳お

し

ま
ず
。

蓋
し
各
人
其
の
有
す
る
所
を
散
ず
れ
ば
、
暴
横
た
る
者
の
覬き

ゆ覦
す
る
所
を

免
れ
ず
、
之
を
一
に
集
め
れ
ば
則
ち
安
固
と
し
て
失
う
こ
と
な
し
、
黠
者

あ
り
と
雖
も
亦
た
其
の
技
を
施
す
所
な
か
ら
ん
。
或
い
は
国
家
公
同
の
権

利
を
以
て
、
視
て
君
主
の
私
篋
の
存
す
る
所
と
為
す
こ
と
あ
れ
ば
、
是
れ

大
い
に
謬
な
り

（
（5
（

」
。

　

こ
こ
で
は
、
「
一
国
人
民
」
の
納
め
る
「
権
利
財
産
」
は
必
ず
「
国
家
」
の

共
有
物
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
「
君
主
」
の
「
私
篋
」
と
な
っ
て
は
な
ら

な
い
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
、
「
盧
氏
の
言
に
由
り
て
之
を
観

れ
ば
則
ち
、
国
家
な
る
者
は
、
国
人
の
財
産
を
集
め
て
成
る
者
な
り
。
君
主
な

る
者
は
、
国
人
の
為
に
財
産
を
保
持
す
る
者
な
り
」
と
、
続
け
ら
れ
る
。
そ
の

う
え
で
、
「
此
れ
即
ち
国
家
社
会
説
」
で
あ
る
と
総
括
し
て
い
る
よ
う
に

（
（5
（

、
「
民

約
」
に
よ
っ
て
成
立
す
る
「
国
家
」
は
「
社
会
」
（
「
会
社
」
）
の
設
立
の
ア
ナ

ロ
ジ
ー
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
「
吾
国
聖
賢
」
に
お
い
て
も
「
民
約
」
の

観
念
は
確
認
で
き
る
と
の
信
念
を
有
す
る
劉
師
培
で
は
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
楊

訳
に
依
拠
し
て
い
た
以
上
、
そ
れ
は
決
し
て
ル
ソ
ー
の
い
う
「
民
約
」( contrat 

social)

に
一
致
し
な
い
。
さ
ら
に
『
中
国
民
約
精
義
』
で
は
、
「
天
下
の
為
め

て
「
中
国
に
遂
に
ル
ソ
ー
が
現
れ
た
。
明
末
清
初
、
中
国
に
は
孟
子
以
後
、
最

高
の
人
で
、
学
問
も
品
行
も
ル
ソ
ー
よ
り
高
い
大
聖
人
」
と
し
て
黄
宗
羲
を
評

価
す
る

（
（4
（

。
そ
の
う
え
で
、
「
原
君｣

 

と｢

原
臣
」
の
二
篇
は
『
民
約
論
』
と
完

全
に
は
一
致
し
な
い
も
の
の
、
「
民
約
の
理
は
早
く
も
そ
の
う
ち
に
包
括
さ
れ

て
い
る
」
と
強
調
す
る

（
（4
（

。
こ
の
よ
う
に
、
陳
天
華
に
と
っ
て
黄
宗
羲
の
表
明
す

る
儒
学
的
民
本
思
想
は
、
ル
ソ
ー
の
い
う
「
民
約
の
理
」
と
ほ
ぼ
等
価
な
も
の

と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
た
。
重
要
な
こ
と
は
、
黄
宗
義
の
思
想
が
専
ら
伝
統
的

な
民
本
思
想
の
文
脈
の
な
か
の
み
で
語
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
ル
ソ
ー
と
の
関

係
で
論
じ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
「
近
代
性
」
を
獲
得
し
て
い
く
点
で
あ
る

（
（4
（

。
こ

の
際
、
陳
天
華
が
「
ル
ソ
ー
」
を
理
解
す
る
に
あ
た
り
手
元
に
お
い
て
い
た
の

は
、
原
田
訳
の
漢
訳
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
も
、『
獅
子
吼
』
に
は
「
ル
ソ
ー
『
民

約
論
』
が
い
う
と
こ
ろ
の
、
人
民
の
「
合
併
」
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
「
国
家
」

と
は
、
あ
た
か
も
「
公
司
」
（
会
社
）
で
あ
り
」
、
そ
こ
に
は
「
股
東
」
（
株
主
）

が
存
在
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
た
め
で
あ
る

（
（4
（

。
要
は
陳
天
華
も
ま
た
、
原
著

の
本
意
を
正
確
に
反
映
で
き
て
い
な
か
っ
た
漢
訳
に
基
づ
き
ル
ソ
ー
を
理
解
し

て
い
た
。

　

さ
ら
に
、
儒
学
の
文
脈
か
ら
ル
ソ
ー
の
「
民
約
」
の
意
義
の
説
得
を
試
み
た

人
物
と
し
て
劉
申
叔
（
劉
師
培
）
が
い
る
。
劉
師
培
は
、
中
国
思
想
か
ら
「
民
約
」

の
観
念
の
抽
出
を
試
み
た
『
中
国
民
約
精
義
』（
一
九
〇
四
年
）
と
い
う
ユ
ニ
ー

ク
な
書
物
を
残
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
書
物
も
ま
た
『
路
索
民
約
論
』
に

感
化
さ
れ
執
筆
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
楊
訳
の
い
う
「
民
約
」
概
念
は
中

国
に
古
代
か
ら
存
す
る
と
い
う
と
い
う
発
想
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
た
だ

し
、
「
中
国
民
約
精
義
序
」
に
は
「
吾
国
の
学
子
は
民
約
の
二
字
有
る
を
知
る

こ
と
三
年
の
み
。
大
率 

楊
氏
廷
棟
の
訳
す
所
の
和
本
盧
騒
民
約
論
に
拠
り
て

以
て
言
を
為
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、『
路
索
民
約
論
』
が
「
和
本
」
す
な
わ
ち
『
民

清末中国におけるルソーの受容と黄宗羲―「中国のルソー」再考―
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に
し
て
一
姓
の
為
め
に
非
ざ
る
な
り
、
万
民
の
為
め
に
し
て
一
人
の
為
め
に
非

ざ
る
な
り
、
君
を
以
て
国
家
の
客
体
と
為
し
、
君
を
以
て
国
家
の
主
体
と
為
す

に
非
ざ
る
な
り
」
と
い
う
黄
宗
羲
の
思
想
が
、
ル
ソ
ー
の
議
論
と
同
じ
で
あ
る

と
断
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
黄
宗
羲
の
思
想
に
基
づ
い
て
国
家
を
設

立
し
た
な
ら
ば
、
必
ず
フ
ラ
ン
ス
や
ア
メ
リ
カ
の
よ
う
な
「
共
和
政
体
」
が
出

来
上
が
る
（
其
学
術
思
想
與
盧
氏
同
、
本
此
意
以
立
国
吾
知
其
必
為
法
美
之
共

和
政
體
矣

（
（5
（

）
。
『
路
索
民
約
論
』
を
介
し
て
ル
ソ
ー
の
政
治
思
想
を
理
解
す
る
劉

師
培
に
お
い
て
も
、
「
君
」( Souverain

)

は
一
人
の
君
主
の
謂
い
と
し
て
誤
解

の
う
え
把
握
さ
れ
て
い
た
。
「
一
人
」
で
は
な
く
「
万
民
」
の
た
め
の
政
治
を

説
く
黄
宗
羲
の
思
想
は
、
劉
師
培
に
と
っ
て
ア
メ
リ
カ
や
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る

「
共
和
政
体
」
の
理
念
と
一
致
す
る
。

　

そ
も
そ
も
、
黄
宗
羲
を
「
中
国
の
ル
ソ
ー
」
と
呼
称
し
た
そ
の
嚆
矢
は
、
梁

啓
超
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る

（
（5
（

。
最
後
に
、
梁
啓
超
が
『
新
民
叢
報
』
に
発
表

し
た
「
黄
梨
洲
」
（
一
九
〇
二
年
）
を
確
認
し
て
み
よ
う

（
（5
（

。
こ
こ
に
お
い
て
梁

啓
超
は
、
黄
宗
羲
（
梨
洲
）
の
こ
と
を
「
中
国
の
ル
ソ
ー
」
と
し
て
「
近
世
三

大
思
想
家
」
の
一
人
に
数
え
て
い
る
（
ち
な
み
に
、
残
り
の
二
人
は
康
有
為
と

譚
嗣
同
で
あ
る
）
。
ル
ソ
ー
と
黄
宗
羲
を
そ
れ
ぞ
れ
が
生
き
た
時
代
背
景
に
即

し
て
み
る
な
ら
ば
、
「
百
年
前
に
一
盧ル

ソ

ー梭
を
得
る
は
易
く
、
二
百
年
前
に
一
梨

洲
を
得
る
は
難
し
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
黄
宗
羲
を
ル
ソ
ー
本
人
よ
り
も

優
れ
た
偉
人
と
し
て
捉
え
る
。
ル
ソ
ー
の
生
ま
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
は

ル
イ
十
四
世
の
専
制
の
絶
頂
に
あ
っ
た
が
、
継
承
す
べ
き
も
の
と
し
て
ギ
リ
シ

ア
・
ロ
ー
マ
の
政
体
が
あ
り
、
ま
た
読
む
べ
き
も
の
と
し
て
は
プ
ラ
ト
ン
・
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
著
作
が
あ
っ
た
よ
う
に
、
「
民
義
」
（
人
民
原
理
）
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
は
容
易
で
あ
り
む
し
ろ
当
然
の
趨
勢
で
あ
っ
た
（
盧
梭
欧
産
也
、

雖
当
路
易
第
十
四
専
制
極
点
之
時
代
、
然
有
希
臘
、
羅
馬
之
政
体
可
承
、
有
柏

拉
図
、
阿
里
士
多
徳
之
遺
書
可
読
、
其
能
発
明
民
義
而
光
大
之
、
尚
属
易
易
）
。

　

他
方
で
、
黄
宗
羲
が
生
ま
れ
た
の
は
「
数
千
年
一
統
専
制
の
国
」
に
お
い
て

で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
中
国
に
は
伝
統
的
に
「
賢
哲
」
の
垂
訓
や
「
史
册
」
の

記
述
が
み
ら
れ
る
と
は
い
え
、
下
等
な
も
の
は
人
民
を
酷
使
す
る
こ
と
を
説
き
、

あ
る
い
は
上
等
な
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
民
を
保
つ
に
は
「
赤
子
」
の
如
く
、

民
を
養
う
に
あ
た
っ
て
は
「
禽
畜
」
の
如
く
に
せ
よ
と
述
べ
て
い
る
に
過
ぎ
な

か
っ
た
。
こ
う
し
た
時
代
に
お
い
て
、
「
生
民
の
大
原
」
「
群
治
の
大
本
」
を
論

じ
た
黄
宗
羲
の
出
現
に
は
画
期
性
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
た
し
か
に
、

「
梨
洲
の
理
想
は
盧
梭
の
円
満
に
如
か
ず
、
梨
洲
の
発
明
は
盧
梭
の
詳
尽
に
し

か
ざ
る
こ
と
」
に
つ
い
て
は
梁
啓
超
本
人
も
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
し
か

し
両
者
を
比
較
し
て
み
た
と
き
、
「
梨
洲
先
生
を
以
て
中
国
の
盧
梭
と
為
す
こ

と
」
は
、
決
し
て
「
溢
美
の
言
」
で
は
な
い
と
自
信
を
も
っ
て
表
明
さ
れ
た
。

し
か
も
、「
道
心
浅
薄
」
で
貧
に
迫
ら
れ
て
荒
ん
だ
生
活
を
営
ん
で
い
た
ル
ソ
ー

と
異
な
り
、
黄
宗
羲
は
「
学
問
気
節
は
矯
矯
と
し
て
俗
を
絶
し
、
上
は
道
統
を

接
ぐ
、
世
の
儒
宗
」
、す
な
わ
ち
「
哲
人
」
で
あ
っ
た
。
「
大
儒
」
で
あ
り
「
人
師
」

で
あ
る
黄
宗
羲
は
、
そ
れ
ゆ
え
「
盧
梭
の
能
く
及
ぶ
所
に
非
ざ
る
な
り
」
と
し

て
絶
賛
さ
れ
る
。

　

し
か
し
「
盧
梭
出
で
て
十
九
世
紀
の
欧
洲
は
既
已
に
彼
の
ご
と
し
、
梨
洲
出

で
て
二
百
年
来
の
中
国
の
依
と
し
て
旧
た
る
こ
と
此
の
ご
と
し
」
で
あ
る
の
は

一
体
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て

い
る
。欧

洲
、
一
盧
梭
出
で
て
千
百
の
盧
梭
踵
を
接
し
て
興
る
、
風
馳
雲
巻
、
頃

刻
に
天
下
に
遍
く
。
中
国
、
一
梨
洲
出
で
て
二
百
年
来
曾
て
第
二
の
梨
洲

其
の
人
な
し
。
盧
梭
の
書
一
た
び
世
に
出
て
、
販
を
再
び
す
る
こ
と
数
十
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し
か
し
、
梁
啓
超
に
お
い
て
も
原
田
訳
の
漢
訳
を
読
ん
で
い
た
痕
跡
を
認

め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
「
盧
梭
学
案
」
の
冒
頭
に
は
ル
ソ
ー
の
小
伝
が

付
さ
れ
て
お
り
、
宮
村
治
雄
は
こ
れ
が
杉
山
藤
二
郎
『
泰
西
政
治
学
者
列
伝
』

（
一
八
八
二
年
）
に
基
づ
い
た
文
書
で
あ
る
と
検
証
し
て
い
た

（
（5
（

。
し
か
し
、
よ

り
正
確
を
期
し
て
い
う
な
ら
ば
、
梁
啓
超
が
直
接
参
照
し
て
い
た
文
献
は
、『
泰

西
政
治
学
者
列
伝
』
で
は
な
く
『
訳
書
彙
編
』
の
「
民
約
論
」
で
あ
る

（
（6
（

。
兆
民

を
通
じ
て
ル
ソ
ー
を
理
解
し
て
い
た
梁
啓
超
は
、
『
訳
書
彙
編
』
所
載
の
「
民

約
論
」
に
対
し
て
批
判
的
な
立
場
に
あ
っ
た
も
の
の

（
（6
（

、
皮
肉
に
も
原
田
訳
の
漢

訳
が
、
自
身
が
提
唱
し
た
「
中
国
の
ル
ソ
ー
」
＝
黄
宗
羲
を
よ
り
一
層
補
強
す

る
説
得
材
料
と
し
て
機
能
す
る
の
で
あ
っ
た
。

　

加
え
て
、
既
出
の
論
説
「
黄
梨
洲
」
に
お
い
て
、
黄
宗
羲
を
ル
ソ
ー
に
比
肩

し
て
評
価
す
る
に
あ
た
り
特
に
注
目
さ
れ
て
い
た
の
は
、
黄
宗
羲
が
「
生
民
の

大
原
」
「
群
治
の
大
本
」
、す
な
わ
ち
君
主
の
起
源
を
説
い
て
い
た
点
で
あ
っ
た
。

事
実
、
『
明
夷
待
訪
録
』
（
「
原
君
」
）
は
、
「
君
主
が
存
在
し
な
い
状
態
で
は
、

人
び
と
は
自
私
自
利
を
求
め
て
お
り
、
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
君
主
が
設
け
ら

れ
た
」
（
向
使
無
君
、
人
各
得
自
私
也
、
人
各
得
自
利
也
。
鳴
呼
、
豈
設
君
之

道
固
如
是
乎
）
と
、
あ
る
種
の
「
自
然
状
態
」
を
前
提
と
し
た
う
え
で
、
君
主

の
発
生
起
源
を
説
明
し
て
い
た
。
『
明
夷
待
訪
録
』
の
こ
の
一
節
は
、
あ
た
か

も
「
万
人
の
万
人
に
対
す
る
闘
争
」
の
様
相
を
呈
す
る
自
然
状
態
を
克
服
す
る

た
め
に
社
会
契
約
を
結
び
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
を
要
請
す
る
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
議
論

を
彷
彿
と
さ
せ
る

（
（6
（

。
ル
ソ
ー
は
ホ
ッ
ブ
ズ
の
議
論
を
批
判
し
つ
つ
自
身
の
「
社

会
契
約
」
を
展
開
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず

（
（6
（

、
清
末
知
識
人
は
む
し
ろ
『
民

約
論
』
を
『
明
夷
待
訪
録
』
に
結
び
付
け
て
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
ル
ソ
ー

の
い
う
本
来
のSouverain

と
は
異
な
り
、「
民
約
」
に
よ
っ
て
一
人
の
「
君
主
」

（
あ
る
い
は
「
社
長
」
）
が
発
生
す
る
と
誤
解
し
て
い
た
楊
廷
棟
が
関
与
し
て
い

次
、
訳
を
重
ね
る
こ
と
十
余
国
。
梨
洲
の
著
述
は
、
乃
ち
二
百
年
来
訓
詁

名
物
の
故
紙
の
堆
中
に
溷
沈
す

（
（5
（

　

つ
ま
り
、
西
洋
に
お
い
て
は
ル
ソ
ー
の
思
想
的
後
継
者
が
陸
続
と
出
現
し
た

一
方
で
、
中
国
に
お
い
て
は
黄
宗
羲
に
続
く
「
第
二
の
梨
洲
」
が
不
在
で
あ
り
、

彼
の
著
作
も
古
紙
に
埋
没
す
る
状
態
に
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
状
況
を
打
開
す
る

に
あ
た
っ
て
も
、
こ
の
度
『
民
約
論
』
が
中
国
に
も
た
ら
さ
れ
て
、
「
愛
国
の

志
」
が
万
歳
を
叫
ん
で
歓
迎
し
て
い
る
昨
今
に
お
い
て
こ
そ
、
「
中
国
の
盧
梭
」

を
改
め
て
論
じ
る
べ
き
だ
と
強
調
す
る
。
人
々
が
「
中
国
の
盧
梭
」
を
崇
拝
す

る
こ
と
に
な
れ
ば
、
「
二
十
世
紀
の
中
国
は
、
十
九
世
紀
の
欧
洲
を
視
る
」
こ

と
が
で
き
る
に
違
い
な
い
と
、
梁
啓
超
は
確
信
す
る
。

　

梁
啓
超
の
場
合
は
、
原
田
訳
が
漢
訳
さ
れ
る
以
前
か
ら
、
兆
民
の
『
民
約
訳

解
』
（
あ
る
い
は
『
民
約
通
義
』
）
を
介
し
て
既
に
ル
ソ
ー
の
思
想
の
意
義
を
論

じ
て
い
た
。
「
破
壊
主
義
」
（
『
清
議
報
』
、
一
八
九
九
年
第
三
〇
期
）
で
は
、「
欧

洲
近
世 

国
を
医
す
る
の
国
手
は
、
数
十
家
に
下
ら
ず
。
吾
れ
其
れ
方
に
今
日

の
中
国
に
お
い
て
最
も
適
さ
ん
と
視
る
者
は
、
其
れ
惟
だ
盧
梭
先
生
の
『
民
約

論
』
の
み
な
る
か
な
」
と
、
現
在
の
疲
弊
し
た
中
国
を
救
う
「
国
手
」
（
名
医
）

と
し
て
ル
ソ
ー
に
言
及
し
て
い
た
。
そ
の
う
え
で
、
十
八
か
ら
十
九
世
紀
に
か

け
て
の
欧
州
や
明
治
日
本
に
絶
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
ル
ソ
ー
の
政
治
思
想
の

重
要
性
が
強
調
さ
れ
た

（
（5
（

。
さ
ら
に
は
、
兆
民
の
『
理
学
沿
革
史
』
（
一
八
八
六

年
）
を
下
敷
き
に
執
筆
さ
れ
た
「
盧
梭
学
案
」
と
題
し
た
一
篇
を
『
清
議
報
』

（
一
九
〇
一
年 

九
八-

一
〇
〇
期
）
に
無
署
名
で
発
表
し
、
後
に
「
民
約
論
巨

子
盧
梭
学
説
」
と
改
題
し
『
新
民
叢
報
』
（
一
九
〇
二
年 

一
一
、
一
二
号
）
に

も
載
せ
た
よ
う
に
、
梁
啓
超
は
兆
民
の
諸
著
作
か
ら
ル
ソ
ー
の
生
涯
や
思
想
を

学
ん
で
い
た

（
（5
（

。

清末中国におけるルソーの受容と黄宗羲―「中国のルソー」再考―
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た
翻
訳
、
さ
ら
に
は
原
田
訳
は
、
し
た
が
っ
て
黄
宗
羲
の
議
論
を
想
起
さ
せ
る

の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　

お
わ
り
に

　

民
本
思
想
は
近
代
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
は
全
く
相
容
れ
な
い
の
か
、
そ
れ
と
も

両
者
は
繋
が
る
も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か

（
（6
（

。
李
暁
東
に
よ
る

こ
の
よ
う
な
問
題
提
起
は
、
儒
学
に
よ
る
西
洋
思
想
受
容
の
有
り
様
を
検
討
す

る
に
あ
た
り
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
重
要
な
論
点
で
あ
る
。
た
だ
し
『
民

約
論
』
の
場
合
、
「
近
代
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
の
書
物
で
は
な
く
、
は
じ
め
か
ら

民
本
思
想
を
説
く
内
容
と
し
て
当
時
の
知
識
人
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
て
い
た
。

そ
れ
は
、
ル
ソ
ー
の
政
治
思
想
が
西
洋
か
ら
中
国
に
直
輸
入
さ
れ
た
の
で
は
な

く
、
一
旦
日
本
を
経
由
し
た
う
え
で
受
容
さ
れ
た
と
い
う
大
き
な
問
題
が
絡
む

た
め
で
あ
っ
た
。

　

本
稿
で
は
、
明
治
日
本
で
刊
行
さ
れ
た
間
違
い
の
多
い
原
田
訳
『
民
約
論
覆

義
』
が
、
中
国
で
広
く
読
ま
れ
た
漢
訳
の
底
本
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
目
し
た
。

そ
の
う
え
で
、
そ
こ
で
の
間
違
い
を
自
覚
す
る
こ
と
な
く
無
批
判
に
受
け
容
れ

た
帰
結
と
し
て
、
明
末
清
初
の
儒
学
者
・
黄
宗
羲
の
再
発
見
と
顕
彰
が
あ
っ
た

こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
う
し
た
点
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
明
治
日
本
の
訳

書
を
無
視
し
た
う
え
で
「
中
国
の
ル
ソ
ー
」
の
成
立
過
程
を
語
る
こ
と
は
で
き

な
い
。

　

中
国
に
お
い
て
『
民
約
論
』
は
、
「
民
主
」
「
共
和
」
「
革
命
」
な
ど
、
近
代

化
の
主
旋
律
を
な
し
た
知
識
や
理
論
を
提
供
し
た
思
想
書
と
し
て
非
常
に
重
要

な
位
置
を
占
め
る

（
（6
（

。
し
か
し
、
そ
の
受
容
の
当
初
で
、
原
典
の
内
容
か
ら
全
く

乖
離
し
た
間
違
っ
た
翻
訳
書
が
流
布
し
、
そ
れ
に
基
づ
き
ル
ソ
ー
の
政
治
思
想

が
解
釈
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
も
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
こ
の
際
、

「
中
国
」
と
「
西
洋
」
と
い
う
二
つ
の
間
柄
の
み
で
中
国
に
お
け
る
『
民
約
論
』

受
容
を
説
明
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
「
明
治
日
本
」
と
い
う
第
三
の
ア

ク
タ
ー
に
も
注
意
を
払
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
思
想
伝
播
の
諸
相
を
抉
出
す

る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

附
記　

本
稿
は
、
二
〇
二
四
年
五
月
二
十
五
日
に
二
松
学
舎
大
学
で
開
催
さ
れ

た
「
日
本
儒
教
学
会 

二
〇
二
四
年
度
大
会
」
に
お
い
て
「
清
末
中
国
に
お
け

る
ル
ソ
ー
の
受
容
と
黄
宗
羲

―
「
中
国
の
ル
ソ
ー
」
再
考
―
」
と
題
し
報
告
し

た
内
容
が
も
と
に
な
っ
て
い
る
。
当
日
に
司
会
の
任
を
担
っ
て
く
だ
さ
っ
た
伊

東
貴
之
先
生
に
御
礼
を
申
し
上
げ
る
。
ま
た
フ
ロ
ア
か
ら
ご
質
問
を
い
た
だ
い

た
方
々
に
も
感
謝
し
た
い
。
最
後
に
、
本
稿
の
査
読
を
担
っ
て
く
だ
さ
り
大
変

有
益
な
コ
メ
ン
ト
と
ご
指
摘
を
い
た
だ
い
た
匿
名
の
査
読
者
に
篤
く
御
礼
申
し

上
げ
る
。

　
注

（
１
）　

中
国
に
お
け
る
『
民
約
訳
解
』
の
受
容
に
つ
い
て
は
、
島
田
虔
次
「
中
国
で
の

兆
民
受
容
」
（
『
中
江
兆
民
全
集
』
第
一
巻
「
月
報
」
、
一
九
八
三
年
、
岩
波
書
店
）
、

セ
リ
ー
ヌ
・
ワ
ン
「
『
人
民
』
と
『
社
会
契
約
』
―
中
国
に
お
け
る
ル
ソ
ー
の
受

容
」
（
永
見
文
雄
・
三
浦
信
孝
・
川
出
良
枝
（
編
）
『
ジ
ャ
ン=

ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ソ
ー

誕
生
三
〇
〇
周
年
記
念
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム　

ル
ソ
ー
と
近
代
―
ル
ソ
ー
の
回
帰
・

ル
ソ
ー
へ
の
回
帰
―
』
風
行
社
、
二
〇
一
四
年
）
、
狭
間
直
樹
「
中
江
兆
民
『
民

約
訳
解
』
の
歴
史
的
意
義
に
つ
い
て
」
（
『
近
代
東
ア
ジ
ア
文
明
圏
の
啓
蒙
家
た
ち
』

京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
二
一
年
）
な
ど
を
参
照
。
朝
鮮
半
島
に
お
け
るD

u 
C

ontrat Social

の
紹
介
（
た
だ
し
第
一
編
の
み
）
は
、
『
皇
城
新
聞
』
（
一
九
〇
九

年
）
に
連
載
さ
れ
た
「
盧
梭 

民
約
」
（
漢
字
ハ
ン
グ
ル
混
じ
り
体
）
を
嚆
矢
と
す

日本儒教学会報 九
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六
九
頁
）
。
あ
る
い
は
、
小
関
武
史
「
ジ
ャ
ン=

ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ソ
ー
、
東
洋
の
ル

ソ
ー
、
中
国
の
ル
ソ
ー
：
東
洋
儒
学
文
化
圏
に
お
け
る
ル
ソ
ー
受
容
の
問
題
」
（
『
仏

文
研
究 

:  Etudes de Langue et Littérature Françaises

』
二
五
巻
、
京
都
大
学
フ

ラ
ン
ス
語
学
フ
ラ
ン
ス
文
学
研
究
会
、
一
九
九
四
年
九
月
）
、
二
四
八
頁
も
同
様
の

見
解
で
あ
る
。

（
９
）　

島
田
虔
次
『
隠
者
の
尊
重
―
中
国
の
歴
史
哲
学
―
』
筑
摩
書
房
、
一
九
九
七
年
、

一
三
六
―
一
三
七
頁
。

（
10
）　

同
前
、
一
三
七
頁
。
な
お
熊
月
之
も
、
黄
宗
羲
の
政
治
思
想
が
「
ル
ソ
ー
の
『
社

会
契
約
論
』
の
観
点
と
基
本
的
に
は
一
致
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
熊
月
之
『
中

国
近
代
民
主
思
想
史
』
上
海
人
民
出
版
社
、
一
九
八
六
年
、
二
五
三
頁
）
。
あ
る

い
は
、
も
は
や
ル
ソ
ー
の
議
論
を
越
え
て
、
黄
宗
羲
の
思
想
に
は
議
会
制
民
主
主

義
、
責
任
内
閣
制
の
萌
芽
さ
え
認
め
得
る
と
指
摘
す
る
研
究
も
存
在
す
る
（
侯
外

盧
『
中
国
早
期
啓
蒙
思
想
史
―
十
七
世
紀
至
十
九
世
紀
四
十
年
代
』
人
民
出
版
社
、

一
九
五
六
年
、
一
六
三
―
一
六
四
頁
）
。

（
11
）　

た
と
え
ば
、
李
暁
東
「
「
改
良
派
」
梁
啓
超
の
「
革
命
」
」（
『
中
国 

:
 

社
会
と
文
化
』

二
六
号
、
二
〇
一
一
年
）
、
一
六
五
頁
。
ま
た
、
安
炳
周
「
黄
宗
羲
의 

公
利
的 

民

本
思
想
」
（
『
儒
教
의
民
本
思
想
：
君
主
・
民
本
으
로
부
터 

民
主
에
로
의 

轉
換
可

能
性
의 

摸
索
』
成
均
館
大
学
校
出
版
部
、
一
九
八
七
年
）
、
二
一
二
頁
も
、
楊
廷

棟
の
翻
訳
をD

u C
ontrat Social

の
翻
訳
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
議
論
を
展
開
し

て
い
る
。

（
12
）　

中
国
に
お
け
る
ル
ソ
ー
の
受
容
を
特
集
し
た
雑
誌
に
『
思
想
史
』
第
三
号
「
專
號:

盧
梭
與
早
期
中
國
共
和
」
、
聯
經
、
二
〇
一
四
年
が
あ
る
。
そ
こ
に
収
録
さ
れ
て
い

る
蕭
高
彥
「
《
民
約
論
》
在
中
國:

一
個
比
較
思
想
史
的
考
察
」
の
注
五
九
で
は
、「
楊

訳
の
凡
庸
な
翻
訳
は
原
田
訳
を
底
本
と
し
て
い
る
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
同
時

に
、
「
こ
れ
ら
二
つ
の
訳
の
比
較
検
討
は
今
後
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述

べ
ら
れ
て
い
る
。

（
13
）　

川
尻
、
前
掲
書
、
一
六
二
頁
、
伊
東
貴
之
「
経
世
学
の
展
開
と
考
証
学
の
隆
盛

る
が
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
『
民
約
訳
解
』
の
転
載
で
あ
っ
た
（
た
だ
し
、
兆
民
の

名
は
み
ら
れ
な
い
）
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
宮
村
治
雄
「
「
東
洋
の
ル
ソ
ー
」
索

隠
―
兆
民
そ
し
て
ト
ル
コ
・
朝
鮮
・
中
国
」
（
『
開
国
経
験
の
思
想
史 

兆
民
と
時
代

精
神 
増
補
新
装
版
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
二
四
年
）
、
二
九
七
―
二
九
八
頁

を
参
照
。
ま
た
、
『
民
約
訳
解
』
と
「
盧
梭 

民
約
」
と
の
間
に
み
ら
れ
る
異
同
に

関
す
る
比
較
検
討
を
行
っ
た
研
究
と
し
て
、
이
예
안
「
개
화
기
의 

루
소
『
사
회
계

약
론
』
수
용
과 

번
역
―J.J. R

ousseau D
u C

ontrat Social

에
서 

中
江
兆
民
『
民

約
譯
解
』
로 

그
리
고
『
황
성
신
문
』「
로
사
민
약
」
으
로
」（
『
일
본
문
화
연
구
』
제

四
〇
집
、
동
아
시
아
일
본
학
회
、
二
〇
一
一
년
）
が
あ
る
。

（
２
）　

な
お
、『
民
約
訳
解
』がD

u C
ontrat Social

の
内
容
か
ら
乖
離
す
る
点
に
着
目
し
、

「
東
洋
の
ル
ソ
ー
」
と
い
う
観
点
か
ら
で
は
兆
民
の
思
想
の
全
容
を
説
明
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
こ
と
を
強
調
し
た
研
究
と
し
て
、
拙
著
『
儒
学
者 

兆
民
―
「
東
洋
の

ル
ソ
ー
」
再
考
―
』
創
元
社
、
二
〇
二
四
年
を
参
照
。 

（
３
）　

孫
文
は
、
既
に
一
八
九
五
年
に
横
浜
で
結
成
し
た
興
中
会
に
お
い
て
こ
れ
ら
を

印
刷
し
宣
伝
し
て
い
た
け
れ
ど
も
、
ル
ソ
ー
と
黄
宗
羲
と
を
結
び
つ
け
た
の
は
梁

啓
超
が
は
じ
め
て
で
あ
る
。

（
４
）　

川
尻
文
彦
『
清
末
思
想
研
究
―
東
西
文
明
が
交
錯
す
る
思
想
空
間
―
』
汲
古
書
院
、

二
〇
二
二
年
、
一
七
九
頁
。

（
５
）　

清
水
盛
光
『
支
那
社
会
の
研
究
：
社
会
学
的
考
察
』
岩
波
書
店
、
一
九
三
九
年
、

九
七
頁
。

（
６
）　

小
島
祐
馬
『
中
国
の
革
命
思
想
』
弘
文
堂
、
一
九
五
四
年
、
四
〇
頁
。

（
７
）　

張
師
偉
『
民
本
的
極
限
―
黄
宗
羲
政
治
思
想
新
論
―
』
中
国
人
民
大
学
出
版
社
、

二
〇
〇
四
年
、
一
七
八
頁
。

（
８
）　

さ
ら
に
は
、
山
井
勇
は
「
黄
宗
羲
の
政
治
思
想
を
民
主
的
と
評
す
る
人
も
あ
る
が
、

君
主
専
制
の
制
度
を
捨
て
て
な
い
わ
け
だ
か
ら
民
主
主
義
に
は
な
ら
な
い
」
と
述

べ
た
う
え
で
、
「
孟
子
以
来
の
中
国
の
伝
統
思
想
た
る
民
本
主
義
の
主
張
」
で
あ
る

と
述
べ
る
（
山
井
勇
『
黄
宗
羲 

人
類
の
知
的
遺
産
33
』
講
談
社
、
一
九
八
三
年
、

清末中国におけるルソーの受容と黄宗羲―「中国のルソー」再考―
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―
明
末
清
初
期
か
ら
清
代
の
学
術
と
思
想
」
（
『
ア
ジ
ア
人
物
史
第
七
巻 

近
世
の
帝

国
の
繁
栄
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
』
集
英
社
、
二
〇
二
二
年
）
、
六
〇
九
頁
。

（
14
）　

以
下
は
、
前
掲
拙
著
の
第
二
章
「
「
君
」
と
「
臣
」
」
、
お
よ
び
拙
稿
「
中
江
兆
民

の
儒
学
思
想
と
東
ア
ジ
ア
思
想
史
に
お
け
る
位
置
づ
け
―
「
東
洋
の
ル
ソ
ー
」
と

「
中
国
の
ル
ソ
ー
」
―
」
（
『
倫
理
学
年
報 

=
 

A
nnuals of ethics

』
第
七
十
二
集
、

二
〇
二
三
年
）
に
お
け
る
黄
宗
羲
に
か
か
る
議
論
と
重
複
す
る
箇
所
が
あ
る
。
あ

わ
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。

（
15
）　

西
田
太
一
郎
（
訳
）
『
明
夷
待
訪
録　

中
国
近
代
思
想
の
萌
芽
』
平
凡
社
、

一
九
七
一
年
、
七
頁
。

（
16
）　

同
前
、
八
頁
。

（
17
）　

小
関
、
前
掲
論
文
、
二
四
八
頁
。
同
稿
は
、
中
国
に
お
い
て
ル
ソ
ー
が
「
反
体

制
と
し
て
の
儒
学
」
の
系
譜
に
連
な
っ
て
い
る
と
論
じ
る
（
二
四
四
頁
）
。

（
18
）　

呉
光
（
編
）
『
黄
宗
羲
全
集 

第
一
冊
』
浙
江
古
籍
出
版
社
、
二
〇
一
二
年
、
二
頁
。

な
お
、
現
代
語
訳
は
拙
訳
で
あ
る
が
、
適
宜
、
島
田
虔
次
『
中
国
革
命
の
先
駆
者
た
ち
』

筑
摩
書
房
、
一
九
六
五
年
と
西
田
、
前
掲
『
明
夷
待
訪
録
』
を
参
照
し
た
。

（
19
）　

前
掲
『
黄
宗
羲
全
集
』
、
三
頁
。

（
20
）　

宇
野
精
一
（
訳
注
）
『
孟
子
』
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
一
九
年
、
六
一
頁
。

（
21
）　

内
野
熊
一
郎
『
孟
子 

新
釈
漢
文
大
系
四
』
明
治
書
院
、
一
九
六
二
年
、
六
七
頁
。

（
22
）　

前
掲
『
黄
宗
羲
全
集
』
、
三
頁
。

（
23
）　

同
前
、
四
頁
。

（
24
）　

同
前
、
五
頁
。

（
25
）　

同
前
。

（
26
）　

宇
野
、
前
掲
『
孟
子
』
、
四
五
〇
頁
。

（
27
）　

河
野
顕
「
孟
子
の
政
治
思
想
の
現
代
的
意
義
―
そ
の
「
民
本
」
思
想
を
中
心
に
―
」

（
『
政
経
研
究
』
三
六
巻
二
号
、
一
九
九
九
年
）
、
六
四
五
頁
。

（
28
）　

張
、
前
掲
書
、
三
一
二
頁
。

（
29
）　

た
だ
し
完
全
な
コ
ピ
ー
で
は
な
く
、
刊
行
に
携
わ
っ
た
者
に
よ
る
改
変
も
所
々

に
お
い
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
点
は
、
鄔
国
義
「
《
民
約
通
義
》
：
上

海
大
同
訳
書
局
初
刊
本
的
新
発
現
及
其
意
義
」
（
『
中
華
文
史
論
叢
』
二
〇
二
一
年

第
二
期
）
、
蒋
海
波
「
上
海
大
同
訳
書
局
の
日
本
翻
刻
書
に
つ
い
て
―
『
大
東
合
邦

新
義
』
と
『
民
約
通
義
』
を
中
心
に
―
」
（
『
孫
文
研
究
』
第
六
八
号
、
二
〇
二
一

年
を
参
照
。

（
30
）　

鄔
国
義
（
編
校
）『
『
民
約
論
』
早
期
訳
本
合
編
与
資
料
彙
輯
』
上
海
古
籍
出
版
社
、

二
〇
二
一
年
、
三
頁
。

（
31
）　

同
前
、
一
一
六
頁
。

（
32
）　

狭
間
、
前
掲
書
、
一
一
八
―
一
一
九
頁
。

（
33
）　

同
前
、
一
一
九
頁
、
お
よ
び
楊
琥
『
清
末
民
初
的
思
想
与
人
物
』
四
川
人
民
出
版

社
、
二
〇
二
二
年
、
七
五
頁
。

（
34
）　

鄔
（
編
校
）
、
前
掲
書
、
一
三
〇
頁
。
〔 

〕
は
原
注
。

（
35
）　

原
田
潜
『
民
約
論
覆
義
』
春
陽
堂
、
一
八
八
三
年
、
三
七
―
三
八
頁
。

（
36
）　

C
ar sʼil restoit quelques droits aux particuliers, com

m
e il nʼy auroit aucun 

supérieur com
m

un qui pût prononcer entrʼeux et le public, chacun, étant en 
quelque point son propre juge, prétendroit bientôt lʼêtre en tous, lʼétat de 
nature subsisteroit, et lʼassociation deviendroit nécessairem

ent tyrannique ou 
vaine(B

ernard G
agnebin et M

arcel R
aym

ond Œ
uvres com

plètes de Jean—
Jacques Rousseau(Bibliothèque de la Pléiade) Ⅲ

, G
allim

ard, 1964, p361).

（
37
）　

宮
村
治
雄
『
新
訂 

日
本
政
治
思
想
史
―
「
自
由
」
の
観
念
を
軸
に
し
て
―
』
放

送
大
学
教
育
振
興
会
、
二
〇
〇
五
年
、
一
八
八
―
一
八
九
頁
、
松
沢
弘
陽
「
社
会

契
約
か
ら
文
明
史
へ
―
福
沢
諭
吉
の
初
期
国
民
国
家
形
成
構
想
・
試
論
―
」
（
『
福

澤
諭
吉
の
思
想
的
格
闘
―
生
と
死
を
超
え
て
―
』
岩
波
書
店
、
二
〇
二
〇
年
）
、

七
〇
―
七
一
頁
。

（
38
）　

慶
応
義
塾
（
編
纂
）
『
福
澤
諭
吉
全
集 

第
三
巻
』
岩
波
書
店
、
一
九
六
九
年
、

七
〇
頁
。

（
39
）　

松
沢
、
前
掲
書
、
七
一
頁
。
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（
48
）　

李
、
前
掲
論
文
、
一
六
六
頁
。

（
49
）　

「
照
盧
騒
的
《
民
約
論
》
講
起
来
、
原
是
先
有
了
人
民
、
漸
漸
合
併
起
来
才
成
了

国
家
。
比
如
一
個
公
司
、
有
股
東
【
下
略
】
」
（
前
掲
『
陳
天
華
集
』
、
一
一
八
頁
）
。

（
50
）　

『
劉
申
叔
遺
書 

上
』
江
蘇
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
七
年
、
五
六
三
頁
。
な
お
、

引
用
に
際
し
て
表
記
を
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。
以
下
も
同
じ
。
加
え
て
、
『
中
国
民

約
精
義
』
で
は
、
『
訳
書
彙
編
』
の
「
民
約
論
」
が
訳
出
し
な
か
っ
た
箇
所
か
ら
の

引
用
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
劉
が
手
元
に
お
い
て
い
た
の
は
明
ら
か
に
『
路
索

民
約
論
』
の
方
で
あ
る
。

（
51
）　

同
前
、
五
六
八
頁
。

（
52
）　

同
前
。

（
53
）　

同
前
、
五
九
一
頁
。

（
54
）　

島
田
、
前
掲
『
中
国
革
命
の
先
駆
者
た
ち
』
、
一
二
八
頁

（
55
）　

以
下
、「
黄
梨
洲
」
（
鄔
国
義
（
編
校
）
、
前
掲
書
、
四
一
六
―
四
一
七
頁
）
を
参
照
。

（
56
）　

同
前
、
四
一
七
頁
。

（
57
）　

「
破
壊
主
義
」
（
鄔
国
義
（
編
校
）
、
前
掲
書
、
三
八
五
頁
）
。

（
58
）　

宮
村
、
前
掲
『
開
国
経
験
の
思
想
史
』
、
二
三
五
頁
。

（
59
）　

同
前
、
二
三
一
頁
。

（
60
）　

い
ま
、
そ
れ
ぞ
れ
の
冒
頭
の
一
節
を
掲
げ
比
較
す
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

【
『
泰
西
政
治
学
者
列
伝
』
】

蘆
騒
名
ハ
戎
雅
屈
一
千
七
百
八
十
二
年
六
月
廿
八
日
（
一
説
ニ
ハ
七
月
四
日
ト
モ

云
フ
）
瑞
西
国
ノ
都
府
日
内
瓦
ニ
生
ル
父
ハ
貧
窶
ノ
時
器
匠
ニ
シ
テ
之
レ
ニ
授
ク

ル
ニ
正
精
ノ
教
養
ヲ
以
テ
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
ト
雖
ド
モ
蘆
騒
天
性
読
書
ヲ
好
ミ
自

ラ
稗
史
小
説
ニ
就
テ
読
法
ヲ
練
習
シ
漸
々
進
ン
デ
、
ボ
ッ
シ
ュ
エ
、
モ
リ
エ
ー
ル
、

フ
ォ
ン
ト
ネ
ル
、ラ
ブ
リ
ュ
エ
ー
ル
等
ノ
諸
家
ノ
著
書
ニ
渉
獵
ス
（
杉
山
藤
二
郎
『
泰

西
政
治
学
者
列
伝
』
鶴
声
社
、
一
八
八
二
年
、
三
五
頁
）
。

【
『
民
約
論
覆
義
』
】

屢
騒
名
戎
雅
屈
、
時
機
匠
某
之
子
也
、
一
千
七
百
八
十
二
年
六
月
二
十
八
日
、
生

（
40
）　

大
久
保
健
晴
「
明
治
初
期
日
本
に
お
け
る
社
会
契
約
批
判
の
諸
言
説
」
（
『
政
治

思
想
学
会
会
報
』
三
二
号
、
二
〇
一
一
年
）
、
一
頁
。

（
41
）　

中
村
敏
子
『
福
沢
諭
吉
』
集
英
社
新
書
、
二
〇
二
四
年
、
七
五
―
七
六
頁
。

（
42
）　

松
本
三
之
介
・
松
沢
弘
陽
・
溝
口
雄
三
・
松
永
昌
三
・
井
田
進
也
（
編
）
『
中

江
兆
民
全
集 
一
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
三
年
、
一
六
〇
頁
。
傍
点
は
引
用
者
に

よ
る
強
調
。
な
お
、
現
代
日
本
語
の
訳
者
の
一
人
で
あ
る
桑
原
武
夫
も
ま
た
、

Souverain

と
は
「
社
会
契
約
を
む
す
ん
で
一
体
と
な
っ
た
人
民
全
体
の
こ
と
を
さ

す
の
で
、
決
し
て
一
個
の
人
間
を
さ
す
の
で
は
な
い
」
と
解
説
し
て
い
た
（
桑
原

武
夫
・
前
川
貞
次
郎
（
訳
）
『
社
会
契
約
論
』
岩
波
文
庫
、
一
九
五
四
年
、
四
頁
）
。

（
43
）　

さ
ら
に
『
民
約
論
覆
義
』
で
は
、
「
国
ト
ハ
衆
人
ノ
公
同
一
致
セ
ル
ニ
ヨ
リ
テ
其

生
命
及
ヒ
其
意
志
ヲ
附
與
セ
ル
道
理
上
ノ
人
即
チ
無
形
人
」
で
あ
り
、
「
無
形
人
タ

ル
国
家
ニ
代
リ
テ
其
権
力
ヲ
維
持
ス
ル
モ
ノ
」
と
し
て
「
君
主
」
が
位
置
づ
け
ら

れ
て
い
る
（
原
田
、
前
掲
書
、
七
五
―
七
六
頁
）
。
つ
ま
り
原
田
訳
に
よ
る
と
、
国

家
は
民
約
に
よ
っ
て
権
力
が
付
与
さ
れ
、
そ
の
権
力
は
一
人
の
君
主
に
よ
っ
て
維

持
さ
れ
る
（
狭
間
、
前
掲
書
、
九
一
頁
）
。

（
44
）　

狭
間
、
前
掲
書
、
九
一
頁
。

（
45
）　

凡
例
に
相
当
す
る
「
例
言
六
則
」
に
お
い
て
原
田
は
、Du C

ontrat Social

が
「
意

味
玄
妙
ニ
シ
テ
殆
ン
ト
迷
津
望
洋
ノ
憾
ナ
キ
能
ハ
サ
ル
所
ア
リ
、
因
テ
其
大
旨
ヲ

欄
外
ニ
提
示
シ
、
読
者
ヲ
シ
テ
本
旨
ヲ
体
認
ス
ル
ノ
舟
筏
ト
ナ
ス
」
と
述
べ
て
い

た
（
原
田
、
前
掲
書
、
三
頁
）
。

（
46
）　

「
中
国
有
一
個
大
聖
人
、
是
孟
子
以
後
的
第
一
個
人
。
他
的
学
問
、
他
的
品
行
、

比
盧
騒
還
要
高
幾
倍
」
（
劉
晴
波
・
彭
国
興
（
編
）
『
陳
天
華
集
』
湖
南
人
民
出
版
、

二
〇
一
一
年
、
一
一
八
―
一
一
九
頁
。
引
用
に
際
し
て
適
宜
表
記
を
改
め
た
。
以

下
も
同
様
）
。

（
47
）　

「
他
著
的
書
有
一
種
名
叫
「
明
夷
待
訪
録
」
、
内
有
「
原
君
」
、
「
原
臣
」
二
篇
、

雖
不
及
「
民
約
論
」
之
完
備
、
民
約
之
理
、
卻
已
包
括
在
内
、
比
「
民
約
論
」
出

書
還
要
早
幾
十
年
哩
」
（
同
前
、
一
一
九
頁
。
）
。

清末中国におけるルソーの受容と黄宗羲―「中国のルソー」再考―
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于
瑞
西
日
内
瓦
府
、
家
極
貧
窶
、
幼
失
母
、
天
資
穎
敏
、
不
常
事
家
人
世
業
、
好

読
稗
官
野
乗
、
久
之
自
悟
句
読
法
遂
渉
于
発
朱
恵
、
募
理
英
爾
、
坌
土
禰
爾
、
及

堡
劉
英
爾
諸
大
家
書
（
原
田
潜
、
前
掲
書
、
五
頁
）
。

【
『
訳
書
彙
編
』
】

盧
騒
名
戎
雅
屈
、
匠
人
某
之
子
也
、
一
千
七
百
八
十
二
年
六
月
二
十
八
日
、
生
於

瑞
西
日
内
瓦
府
、
家
貧
窶
、
幼
失
母
、
天
資
穎
敏
、
不
屑
事
家
人
生
業
、
而
好
読

稗
官
野
乗
、
久
之
自
悟
句
読
、
遂
渉
獵
於
発
朱
恵
、
募
理
英
爾
、
諸
大
家
著
作
（
坂

崎
斌
（
編
）
『
訳
書
彙
編
』
台
湾
学
生
書
局
、
二
〇
〇
二
年
、
八
一
頁
）
。

【
「
盧
梭
学
案
」
】

盧
梭
者
、
法
国
人
、
匠
人
某
之
子
也
、
以
一
千
七
百
十
二
於
瑞
士
之
日
瓦
府
。
家
貧
窶
、

幼
失
母
、
天
資
穎
敏
、
不
屑
家
人
生
産
作
業
、
而
好
読
稗
官
野
乗
。
久
之
自
悟
句
読
、

遂
渉
獵
発
朱
恵
、
募
理
英
爾
、
諸
大
家
著
作
（
『
飲
冰
室
文
集
点
校
』
雲
南
教
育
出

版
社
、
二
〇
〇
一
年
、
三
八
二
頁
）
。

　

杉
山
は
、
ル
ソ
ー
が
敬
愛
し
て
い
た
人
物
と
し
て
「
ボ
ッ
シ
ュ
エ
、
モ
リ
エ
ー
ル
、

フ
ォ
ン
ト
ネ
ル
、
ラ
ブ
リ
ュ
エ
ー
ル
」
を
挙
げ
、
原
田
は
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
漢
訳

す
る
。
し
か
し
『
訳
書
彙
編
』
は
、「
坌
土
禰
爾
」（
フ
ォ
ン
ト
ネ
ル
）「
堡
劉
英
爾
」（
ラ

ブ
リ
ュ
エ
ー
ル
）
を
省
略
し
て
お
り
、
「
盧
梭
学
案
」
も
同
様
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み

れ
ば
、梁
が
依
拠
し
て
い
た
の
は
『
訳
書
彙
編
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
「
盧
騒
小
伝
」

で
あ
っ
た
。

（
61
）　

狭
間
、
前
掲
書
、
一
二
八
頁
。

（
62
）　

伊
東
、
前
掲
論
文
、
六
一
一
頁
。

（
63
）　

拙
稿
「
中
江
兆
民
は
ル
ソ
ー
の
自
然
（nature

）
を
如
何
に
理
解
し
た
か
？
」（
『
自

然
と
実
学
』
第
七
号
、
二
〇
二
二
年
）
、
一
九
―
二
〇
頁
。

（
64
）　

李
、
前
掲
論
文
、
一
六
一
頁
。

（
65
）　

鄔
国
義
（
編
校
）
、
前
掲
書
、
一
頁
。

日本儒教学会報 九


